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平成 30年９月６日（木曜日） 

 

○出席議員（11名） 

    議 長  恩  道  正  博 君     ７ 番  藤  井  良  信 君 

    １ 番  米  田  一  香 君     ８ 番  北  川  悦  子 君 

    ２ 番  磯  貝  幸  博 君     10 番  清  水  文  雄 君 

    ３ 番  七  田  満  男 君     11 番  中  川     達 君 

    ４ 番  太  田  臣  宣 君     12 番  南     守  雄 君 

    ５ 番  生  田  勇  人 君 

 

○欠席議員（２名） 

    ６ 番  川  口  正  己 君     ９ 番  夷  藤     満 君 

 

○説明のため出席した者

町 長 川 口 克 則 君 

副 町 長 中 山 隆 志 君 

教 育 長 久 下 恭 功 君 

総 務 部 長 長谷川   徹 君 

町 民 福 祉 部 長 瀬 戸 博 行 君 

町民福祉部担当部長 
（住民・子育て支援・環境担当） 

上 島 恵 美 君 

都 市 整 備 部 長 田 中 義 勝 君 

都市整備部担当部長 
（企画・地域振興担当） 

田 中   徹 君 

教育委員会教育部長 上 出   功 君 

消 防 本 部 消 防 長 水 野 博 幸 君 

総 務 部 総 務 課 長 中 川 裕 一 君 

総 務 部 財 政 課 長 宮 本 義 治 君 

総 務 部 税 務 課 長 出 嶋   剛 君 

総務部税務課担当課長 
兼 総 合 収 納 室 長 

神 農 孝 夫 君 

町 民 福 祉 部 
住 民 課 長 

福 島 誠 一 君 

町 民 福 祉 部 
子 育 て 支 援 課 長 

髙 平 紀 子 君 

町 民 福 祉 部 
保 険 年 金 課 長 

北 野   享 君 

町民福祉部保険年金課担当課長 
兼福祉課担当課長（保健センター担当） 

橋 本   良 君 

町 民 福 祉 部 
福 祉 課 長 

上 出 勝 浩 君 

町 民 福 祉 部 
環 境 安 全 課 長 

本   郁 夫 君 

都 市 整 備 部 
企 画 課 長 

松 井 賢 志 君 

都 市 整 備 部 
地 域 振 興 課 長 

下 村 利 郎 君 

都 市 整 備 部 
都 市 建 設 課 長 

銭 丸 弘 樹 君 

都市整備部都市建設課北部開発 
担当課長兼北部開発推進室長 

上 前 浩 和 君 

都 市 整 備 部 
上 下 水 道 課 長 

高 橋   均 君 

都 市 整 備 部 
上下水道課担当課長（水道担当） 

山 田 卓 矢 君 
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会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 

若 林 優 治 君 

教 育 委 員 会 
学 校 教 育 課 長 

堀 川 竜 一 君 

教育委員会生涯学習課長 
兼男女共同参画室長 

助 田 有 二 君 

  

教育委員会生涯学習課 
担当課長兼図書館長 

中 居 洋 人 君 

消防本部消防次長 
兼 消 防 課 長 

高 道 三 春 君 

消防本部消防署長 重 島 康 人 君 

○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 棚 田   進 君 

事務局参事兼次長 東   康 弘 君 

事 務 局 書 記 小 坂 しおり 君 

 

○議事日程（第２号） 

  平成 30年９月６日  午前 10時開議 

 日程第１ 

  議案一括上程 

  議案第 50号 平成 30年度内灘町一般会計補正予算（第２号）から 

  議案第 55号 財産の取得について 

        〔クレーン付資機材搬送車 １台〕まで及び 

  認定第１号 平成 29年度内灘町一般会計歳入歳出決算認定についてから 

  認定第７号 平成 29年度内灘町水道事業会計決算認定についてまで 

 日程第２ 

  議会議案第１号 内灘町議会決算特別委員会の設置について 

 日程第３ 

  選任第１号 内灘町議会決算特別委員会委員の選任について 

 日程第４ 

  町政一般質問 

   ５番 生 田 勇 人 

   ３番 七 田 満 男 

   ８番 北 川 悦 子 

   ２番 磯 貝 幸 博 

   10番 清 水 文 雄 

   １番 米 田 一 香 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午前 10時 00分開議 

    ○開   議 

○議長【恩道正博君】 皆様、おはようござ

います。 

 傍聴席の皆様には、早朝より本会議場にお

越しをいただき、まことにご苦労さまでござ

います。 

 議員各位におかれましては、体調管理に十

分留意され、審議に精励されますようお願い

申し上げます。 

 本日は、町政に対する一般質問を行います。 

 本会議場では、携帯電話の電源は必ずお切

りください。 
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 また、傍聴の皆様には、議員が質問してい

る際は静粛にしていただき、立ち歩いたり退

席しないようお願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員は、11 名であります。

よって、会議の定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【恩道正博君】 本日の会議に説明の

ため出席している者は、９月４日の会議に配

付の説明員一覧表のとおりであります。 

 なお、夷藤議員、川口議員から、体調不良

のため本日の会議を欠席する旨の届け出があ

りましたので、御了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【恩道正博君】 日程第１、議案第 50

号平成 30年度内灘町一般会計補正予算（第２

号）から議案第 55号財産の取得について〔ク

レーン付資機材搬送車 １台〕まで及び認定

第１号平成 29 年度内灘町一般会計歳入歳出

決算認定についてから認定第７号平成 29 年

度内灘町水道事業会計決算認定についてまで

の 13議案を一括して議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質疑の省略 

○議長【恩道正博君】 各議案に対する提案

理由の説明は、既に聴取しております。 

 なお、提出議案に対する質疑については、

きのうまでに質疑の通告がありませんでした

ので、質疑なしとして質疑を省略いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案等の委員会付託 

○議長【恩道正博君】 お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第 50 号

平成 30 年度内灘町一般会計補正予算（第２

号）から議案第 52 号平成 30 年度内灘町介護

保険特別会計補正予算（第１号）まで及び議

案第 54 号内灘町地域包括支援センターにお

ける包括的支援事業の実施に関する基準を定

める条例等の一部を改正する条例の一部を改

正する条例についてから議案第 55 号財産の

取得について〔クレーン付資機材搬送車 １

台〕までの５議案は、お手元に配付いたして

あります議案付託表のとおり所管の各常任委

員会に付託いたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【恩道正博君】 ご異議なしと認めま

す。よって、各議案は議案付託表のとおり所

管の各常任委員会に付託することに決定いた

しました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○決算特別委員会の設置 

○議長【恩道正博君】 日程第２、議会議案

第１号内灘町議会決算特別委員会の設置につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。議案第 53 号平成 29 年

度内灘町水道事業会計未処分利益剰余金の処

分について及び認定第１号平成 29 年度内灘

町一般会計歳入歳出決算認定についてから認

定第７号平成 29 年度内灘町水道事業会計決

算認定についてまでの８件については、お手

元に配付の案のとおり６人の委員をもって構

成する内灘町議会決算特別委員会を設置して、

これに付託の上、９月会議の期間中に審査す

ることにいたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【恩道正博君】 ご異議なしと認めま

す。よって、議案第 53号及び認定第１号から

認定第７号までの８件は、６人の委員をもっ

て構成する内灘町議会決算特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査することに決定い

たしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○決算特別委員会委員の選任 

○議長【恩道正博君】 日程第３、選任第１

号内灘町議会決算特別委員会委員の選任を行

います。 
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 お諮りいたします。ただいま設置されまし

た内灘町議会決算特別委員会の委員の選任に

ついては、委員会条例第７条第２項の規定に

より、議長において、お手元に配付いたしま

した名簿のとおり指名いたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【恩道正博君】 ご異議なしと認めま

す。よって、内灘町議会決算特別委員会の委

員は、お手元に配付の名簿のとおり選任する

ことに決定をいたしました。 

 ただいま選任されました委員の方は、後ほ

ど正副委員長の互選をしていただき、その結

果を議長まで報告願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一般質問 

○議長【恩道正博君】 日程第４、これより

町政に対する一般質問を行います。 

 質問時間は、１人 30分以内ですので、時間

内にまとめるようお願いいたします。５分前

及び１分前に呼び鈴で合図をいたしますので

ご容赦願います。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 ５番、生田勇人議員。 

   〔５番 生田勇人君 登壇〕 

○５番【生田勇人君】 おはようございます。

議席番号５番、生田勇人です。平成 30年内灘

町議会９月会議におきまして一般質問の機会

を得ました。通告内容に従い、一問一答方式

にて質問をします。町長初め関係部局には明

快な答弁をお願いいたします。 

 まず、６月末から７月にかけて台風の影響

による豪雨は西日本を中心に甚大な被害をも

たらし、多くのとうとい命が失われました。

私も８月中旬に広島へ訪れる機会があったの

ですが、高速道路は山間部ののり面が至ると

ころで崩落し、道路が寸断された跡や、また

住宅街では山間部から流出した土砂が堆積し

ている状況を目の当たりにし、大自然の脅威

を思い知らされました。ここに改めてお悔や

みとお見舞いを申し上げます。 

 また、本県においても８月 31日に発生した

豪雨により能登を中心に河川の氾濫による水

害や土砂崩れなど多くの被害が出ており、ま

た追い打ちをかけるように一昨日には台風 21

号が海岸線をなぞるように北上し、本町でも

強風によるさまざまな被害が発生したところ

です。 

 さらに、本日午前３時ごろ、北海道南部を

中心に最大震度６強の地震が発生し、土砂崩

れによる安否不明者など、時を追うにつれ、

その被害状況が明らかになりつつあります。

大変心配されているところです。 

 こういったように、全国各地で多発する自

然災害、被害に遭われた地域の一日も早い復

旧復興を願いまして、質問に入らさせていた

だきます。 

 １問目は、小学校普通教室への冷房設備に

ついて質問をします。 

 本年の災害級とも言われる猛暑、私たちも

これまでに経験したことのない暑さでした。

夏といえば８月を連想しますが、６月以降、

真夏日、猛暑日が多く、９月もしばらく続く

と予想されています。30度を下回れば涼しく

感じる、まさに異常気象ですが、近年はこう

した異常気象が多過ぎて、何が異常で何が正

常なのかと言いたくなるところです。 

 連日、テレビやラジオ等でためらわずエア

コンを使用してくださいと啓発しているほど

の猛暑であります。もちろん多くの家庭、会

社や車の中ではエアコン設備が整っていると

存じますが、子供たちが日中通う小学校では、

普通教室、いわゆる自分たちのクラスには冷

房設備がついておらず、近年や今後の夏の暑

さを鑑み、平成 26 年 12 月議会において小中

学校教室への冷房設備をと一般質問したとこ

ろ、まずは中学校からということで、内灘中

学校に関しては平成 29 年度６月に普通教室

への設置、８月には特別教室への設置が完了

し、運転が開始されました。 
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 また、新しく平成 30年４月に開校した白帆

台小学校には空調設備としてエアコンが導入

され、ことしの猛暑では大変有効に使用され

たと伺っております。 

 問題は、残りの町内５小学校についてであ

ります。町長は、本９月会議の提案理由の説

明時に、５小学校のエアコン設備を国に要望

するとおっしゃっておりました。 

 そこで、まず現在、冷房が必要な教室数と

設置に必要な概算費用をお聞きしたいと思い

ます。 

○議長【恩道正博君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 皆様、おはようござ

います。 

 ９月に入り、暑さも幾分やわらいできたよ

うに感じておりますが、今後、寒暖の差が大

きくなるこれから、皆様方におかれましては

体調管理に十分留意され、ご自愛願いたいと

思っております。 

 さて、先ほど生田議員のほうからもありま

したとおり、本日明け方の３時８分に北海道

胆振地方中東部を震源とする震度６強の地震

が発生し、土砂崩れによる家屋倒壊など大き

な被害が出ている様子で、今も北海道の全て

の地域において停電しているとのことでござ

います。 

 今回被災されました地域の皆様に心よりお

見舞い申し上げますとともに、一日も早い復

旧復興をお祈り申し上げます。 

 なお、内灘町との姉妹都市であります羽幌

町及び友好都市猿払村では、今のところ大き

な災害はないとのことでございました。 

 また、一昨日、９月４日、非常に強い勢力

で昼過ぎに徳島県に上陸した台風 21 号が夕

方には石川県沿岸を足早に通過していきまし

た。金沢では最大瞬間風速が観測史上最大の

44.3メートルを記録し、各地で倒木などの被

害が発生いたしました。 

 当町におきましては、浸水などのおそれの

ある箇所への事前の土のう設置や、万一に備

えて避難所を３カ所設けるなど、職員総出で

厳戒体制をしき、対応に当たった次第でござ

います。一部倒木などの被害はございました

が、幸いにも大きな被害は発生をいたしてお

りませんでした。 

 今後もさまざまな災害に対する備えを強化

し、町民の皆様が安全で安心して暮らせるま

ちづくりを力強く進めてまいりたいと考えて

おります。 

 それでは、生田議員のご質問にお答えいた

します。 

 既に冷房設備が整備されております内灘中

学校、白帆台小学校を除く５つの小学校で、

普通教室、特別教室合わせて 143 教室への冷

房設置を現在考えております。 

 概算費用につきましては、設計、監理、そ

して工事費などを含め約４億円を見込んでい

る次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 生田議員。 

○５番【生田勇人君】 143 教室、４億円と

いう概算ということでございました。 

 これまで学校環境衛生基準では、教室の温

度は夏期は 25 度から 28 度が最も望ましいと

されてきましたが、文科省は今年度に入り、

望ましい温度の基準を 17 度以上 28 度以下と

する一部改正を通知しております。 

 平成 26 年のときも現場の声を聞き質問し

たわけでありますが、今回の質問も、先般、

町議会広報委員会の写真撮影で町内小学校を

訪れ、私たちが行ったときにちょうど休み時

間となりました。そのとき「休み時間は運動

場や体育館で遊ばずに、涼しい特別教室で過

ごしましょう」という旨の校内放送が流れま

した。しかし、休み時間の終了までに多くの

生徒が自分のクラス、いわゆる普通教室へと

戻らなければならず、酷暑の中での授業とな

ります。これでは安心・安全な学習環境では

ないと、そう強く感じた次第です。 
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 去る７月 31日、北國新聞朝刊に、県内市町

の小中学校での冷房設備の導入率や今後の設

置予定が記載されており、当町は「中学校は

完備、小学校は未定」となっておりました。

しかしながら、町は小学校に関しては何も未

定、未計画ということではなく、平成 29年９

月会議の一般質問で太田議員が小学校大規模

改修とあわせて冷房設備の質問をした際には、

大規模改修時にあわせて順次進めていきたい

との答弁がありました。 

 そういう予定で進めていく計画ではあった

と存じますが、本年のような災害級の猛暑が

来年以降はないということはありません。む

しろ今後も続いていくと捉えていく必要があ

ると認識いたします。 

 子供たちを熱中症の脅威から守るため、小

学校普通教室への冷房設備が現在も、また今

後も国のほうへは全国各自治体から要望が殺

到することが予想され、また国のほうでも何

らかの予算措置が講じられることとは存じま

すが、安心・安全に学べる環境へと時を待た

ずして冷房設置が強く求められているところ

です。 

 ９月に入っても暑い日が続いております。

町の来年度へ向けた計画をお聞きいたします。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 町内の５つの小学校につきましては、生田

議員言われましたとおり大規模改修時に冷房

も設置する計画でございましたが、この猛暑

でございます。できる限り早期導入に向けて

実施設計の補正予算提出を考えております。 

 今後、国の補助制度の動向を注視しながら

来年夏までの設置を目指して準備を進めてま

いります。そのためには実施設計は 12月に補

正しなければ間に合わないかなと、そういう

計画で今考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 生田議員。 

○５番【生田勇人君】 今ほど補正、12月実

施設計ということで、来年の夏までには全て

の小学校の教室に配備したいという町長の強

い思いを聞きました。迅速な対応ということ

で、本当に保護者の一人として感謝申し上げ

るとともに、やっぱり子供たちの安心・安全

が学習の場では一番大事なことだというふう

に思い、答弁ありがとうございました。 

 次に、屋内体育施設の熱中症対策と予防に

ついて質問をします。 

 屋内体育施設は、時として屋外より温度が

上昇します。私もスポーツ少年団の指導を屋

内施設で週３回程度行っておりますが、使用

時間前に施設利用者がいなかった場合などは、

窓が閉め切られ、温度が 38度とか、あわせて

湿度が 80％だとか、本当に入った瞬間に倒れ

るんじゃないかなということが本年は７月ご

ろからそういう日が多くありました。 

 もちろん行ったときには窓をあけ、換気扇

を回すなど行いますが、一度たまった熱はそ

う簡単には下がりません。また、窓をあけて

も風がなければ閉め切ってある状態と大して

変わらず、また、窓をあけても風を取り込む

といったことも難しい競技も卓球とかバドミ

ントンとかそういうものは影響されるので、

難しい競技もあることと思います。 

 そんなときは、これは各指導者の判断では

あるとは思いますけど、私どもの場合は、激

しい運動はせずに体幹を重視した軽目のトレ

ーニングや技術、わざの研究、水分補給や休

憩時間を小まめにとるなど対応し、子供たち

が熱中症にならないよう取り組んでいます。 

 しかしながら、室温が高くても練習しやす

い日、室温が少し低くても気分が悪くなる子

供が多発する日、一概に温度計、湿度計では

判断を誤る場合もあるように感じます。 

 近年の猛暑を受け、熱中症の予防に注目さ

れているのがＷＢＧＴという指標です。ＷＢ

ＧＴとは、湿球黒球温度の略であり、人体の
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熱収支に影響の大きい湿度、熱放射、気温の

３つを取り入れた指標で、高温下での作業や

スポーツなどのとき暑さや熱による障害を防

ぐために使われる大変有効な指標であり、単

位は気温と同じく「℃」であらわされますが、

その意味は気温とは異なります。 

 日本体育協会の指針によれば、ＷＢＧＴ温

度が 31度以上では、皮膚温より気温のほうが

高くなるため特別の場合以外は運動を中止す

るとし、環境省でも熱中症予防サイトにて同

様の指針を示しています。 

 この熱中症対策に有効な指標の測定表示器

を高温時のスポーツ活動において一定のわか

りやすい判断基準とするべく、各屋内体育施

設に導入してはどうか。金額については、少

し調べたんですが、数千円から数万円とばら

つきはあるものの決して高額な機械ではない

と思います。 

 熱中症は、特に子供と高齢者が発症しやす

く、少年スポーツや部活動、生涯スポーツに

取り組む方々には、夏期高温時のＷＢＧＴ指

針に基づく的確な判断での予防で競技パフォ

ーマンスの向上を目指していただきたく、町

の見解をお聞きいたします。 

○議長【恩道正博君】 上出功教育部長。 

   〔教育部長 上出功君 登壇〕 

○教育部長【上出功君】 お答えいたします。 

 屋内体育施設には、現在、ＷＢＧＴ測定器

はございませんが、熱中症予防対策として温

湿度計を設置しております。 

 今後、より安全にスポーツ活動が行えるか

判断するために、生田議員がおっしゃられま

した精度が高いＷＢＧＴ測定器を導入し、必

要時に貸し出す形で進めてまいりたいと存じ

ます。 

 また、スポーツ少年団の指導者や体育協会、

各種サークルの代表者を対象に熱中症予防の

講座なども実施していきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 生田議員。 

○５番【生田勇人君】 ぜひとも早期の導入

をお願いしたいと思っております。 

 今、だんだんと涼しくなっていくわけでご

ざいますが、来年も猛暑があるかもしれませ

んので、先ほどのエアコンと同様、来年の夏

までには何とか導入していただき、今ほど上

出部長おっしゃいました、特に指導者とかへ

の指導や講習など、その機器の見方ですね。

やっぱり温度計と湿度計だけでは、温度が低

くても湿度が高ければということで私も見誤

る点が多少ありますので、指導者にはその方

向でＷＢＧＴの測定器の見方と判断というこ

とで、安心・安全にスポーツが取り組めるよ

うな、競技パフォーマンスを落とさないよう

に今後につながるような、高温時でもスポー

ツができるような形で臨んでいっていただき

たいと思っていますので、よろしくお願いい

たします。 

 次に、災害時の観点からもあわせて質問を

します。 

 冒頭にも申し上げましたとおり、西日本豪

雨では広島、岡山を中心に甚大な被害を受け、

多くの方々が避難所生活を余儀なくされまし

た。議会町政一般質問前に、質問者が冒頭に

被災された方のお見舞いや犠牲になられた

方々へのご冥福を申し上げる。悲しいことで

はありますが、それほどこの日本は災害が多

発しており、災害に対する備えが重要となっ

ています。 

 そんな中、町では、万が一に備え、内灘町

防災コミュニティセンターや大根布地区の地

域防災センター、現在は緑台地区でも地域防

災センターを整備しているところでございま

す。これらの施設整備は、起きてはならない

ことですが、内灘町での災害発生時には住民

の生命を必ず守りたいという川口町政の強い

信念が感じられ、大変心強く思っているとこ

ろです。 

 一昨日の台風通過時に、先ほど町長言われ
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ましたけど、これらの施設を中心として避難

所が開設され、安心・安全につながったもの

と確信しているところでございます。 

 また、内灘町では屋内体育施設が全て指定

避難所になっていることと思いますが、全国

各地での避難所生活の映像を見ても、小学校

や中学校などの屋内運動施設、体育館がよく

映し出されています。先般の西日本豪雨災害

では、連日の猛暑を受け、避難施設で屋内熱

中症のため救急搬送された、そういう実態も

あるとのことです。 

 同じく避難施設となる公民館や集会所など

は冷房設備が整っているところがあるとは認

識しますが、殊、体育館や武道館などの屋内

体育施設に関しては、容積も大きく、大規模

な改修工事でもなければ空調設備はなかなか

整備しづらいこととは思います。しかしなが

ら、いつ西日本豪雨災害や、けさ起きた北海

道の地震と同様な真夏の災害が起こるやもし

れません。避難施設での熱中症対策を講ずる

べきではないか。 

 屋内体育施設に付随したものとなると整備

も高額になるとは存じますが、最近は体育館

や工場など容積が多い施設の空調環境改善と

して移動式のスポットクーラーや水の気化熱

による冷風気も湿度を上げないものなども出

てきております。電源も通常の 100 ボルトの

ものもあります。災害時のみならず猛暑時に

使用することで本来の屋内体育施設の役割で

ある競技力の向上にもつながります。こうい

った冷房設備を屋内体育施設に配備する考え

はないか。 

 先ほど質問しましたＷＢＧＴ測定器とあわ

せた活用で、屋内熱中症の危険を取り除きた

いとの思いから質問をいたします。よろしく

お願いします。 

○議長【恩道正博君】 上出部長。 

   〔教育部長 上出功君 登壇〕 

○教育部長【上出功君】 お答えいたします。 

 町内の屋内体育施設には、管理事務所を除

き冷房設備は設置していない状況であります。 

 町といたしましては、必要性の高い小学校

への教室冷房化を優先しており、屋内体育施

設への設置は現在のところ考えておりません。 

 しかしながら、夏場の災害時において避難

所となった場合には、暑さ対策を講じること

は必要であると認識しております。つきまし

ては、先般の西日本豪雨災害での活用事例な

どを参考に調査研究してまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 生田議員。 

○５番【生田勇人君】 答弁ありがとうござ

いました。 

 何分お金のかかることでございます。あっ

ちもこっちも同時にというわけにはいかない

と思いますが、また、今ほど上出部長言われ

ましたとおり、西日本の災害時のそういった

事例も研究しながら、また小学校が終わった

後でも配備していっていただければなという

ふうに思っております。よろしくお願いしま

す。 

 最後に、町総合公園内に建設が予定されて

いる体育館施設について質問します。 

 私がこの総合公園の体育館整備について質

問するのは、しつこいかと思われますが、こ

れで４回目となります。前回は平成 26年３月

会議時であり、今後の建設予定と多種多様な

競技へと対応できるよう質問しました。 

 当時、建設予定としては、平成 27年度に実

施設計、以降建設工事に取りかかるとの答弁

をいただいておったわけでありますけど、平

成 28 年 12 月会議時に太田議員の総合公園に

関する一般質問では、平成 32年に建設予定を

しているとの答弁であったかと記憶しており

ます。 

 ここで改めて現在の建設時期など計画を問

いたいと思います。現在の総合公園整備の進

捗状況とあわせてお聞きいたします。 

○議長【恩道正博君】 田中義勝都市整備部
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長。 

   〔都市整備部長 田中義勝君 登壇〕 

○都市整備部長【田中義勝君】 お答えいた

します。 

 現在、サッカー場放水路側の広場を整備し

ているところであります。この放水路側の整

備を終えましたら、体育館建設の計画がある

サッカー場白帆台側の公園整備に着手する予

定でございます。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 生田議員。 

○５番【生田勇人君】 答弁ありがとうござ

いました。 

 平成 28 年の太田さんの質問のときにも同

様な答弁であったかなというふうに思ってお

ります。 

 このサッカー場の放水路側の広場の整備と

いうのは、今現在どこまで進捗、大体何％と

いうか、そういうものわかりますかね。 

○議長【恩道正博君】 田中部長。 

   〔都市整備部長 田中義勝君 登壇〕 

○都市整備部長【田中義勝君】 何％かと言

われますと、まだ少しはっきりしませんけど、

あと一、二年で終わると思います。それが終

わりましたら、ただ、いろんな事業を抱えて

おりますので、何年度ということじゃなく、

財政状況を勘案しながらまた進めていきたい

と、このように思っております。 

○議長【恩道正博君】 生田議員。 

○５番【生田勇人君】 答弁ありがとうござ

いました。 

 今、国の予算も災害のほうにかなり行って

おるということで、なかなか公園や道路など

の予算が満額回ってこない。少ない率やとい

うことは重々承知しております。 

 平成 32 年度建設ということも今のところ

少し財政状況を見ながらということで、わか

らないという答弁でよろしかったかなという

ふうに思っております。 

 前回の質問時より、総合公園の施設整備は

すばらしいものとなっております。人工芝サ

ッカー場と屋内多目的広場の完成、そしてサ

イクリングターミナル宿泊施設の増築など、

合宿や大会を誘致できる環境が整い、休日や

祝日には駐車スペースの確保が議会でもたび

たび問題になるほどのにぎわいを見せており

ます。町もこの総合公園をスポーツ施設の集

積地とするべく取り組まれている効果が功を

奏しているのではないかと感じております。 

 やはり私は、前回、前々回も質問した多種

多様な競技に対応できる体育館をという思い

が捨て切れません。平成 24年１月に示された

基本計画では、中学校横の総合体育館と同等

施設として、前回質問時も建設規模の変更は

難しいとの答弁でありました。しかしながら、

現在まだ実施設計前で、予定の時期も未定と

いうことであります。 

 駐車場の面積は守りつつ、建蔽率は変えず

に容積率を上げ、せめて内灘中学校体育館の

ような１階をサブアリーナに、３階をメーン

アリーナと観客席といったような多種多様な

競技に対応できる施設、そして大会が誘致で

きるような施設、また大会時にはサブアリー

ナでアップができる大会誘致型施設として各

種団体や体育協会とも相談しながら基本計画

を見直しするつもりはないか、お聞きします。 

 せっかく予定する施設です。さらなる交流

人口拡大を目指す上でも、町長の前向きな答

弁をお願いいたします。 

○議長【恩道正博君】 田中部長。 

   〔都市整備部長 田中義勝君 登壇〕 

○都市整備部長【田中義勝君】 お答えいた

します。 

 現在、町には、ことし４月に開校した白帆

台小学校を含めた７つの公立小中学校及び内

灘高校の体育館のほか、３つの町営体育館を

生涯スポーツの場として町民に開放しており

ます。 

 その利用は、バスケットボール、テニスな

どのジュニア競技から、よさこい、ラージボ
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ール卓球などの大人の競技まで多種多様なス

ポーツが行われております。 

 このような利用実態を踏まえ、総合公園内

の体育館の建設規模や整備水準について議論

され、そして決定されたところでございます。

よって、現計画の建設規模を見直すことは難

しいかと思っております。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 生田議員。 

○５番【生田勇人君】 規模を見直すことは

難しいということで、前回と同じ答弁かなと

いうふうに思っております。 

 しかしながら、小中学校の体育館と総合公

園の体育館というものはやっぱり大会誘致、

交流人口の拡大を目指す意味で一線を画すん

じゃないかというふうに思っております。 

 どうせつくるなら立派なものをつくって、

そういう総合公園に体育館は多分２個も３個

も建てれないと思うんです。やるとしたら１

つやと思うんですよ。そういったときに、や

っぱり多種多様な、そして大会が誘致できる

ような、そういう体育館に、まだ期間もあり

ますので。 

 町長、どうですか。答弁お願いします。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 再質問にお答えいた

します。 

 今一番の問題といったら、やはり社会資本

整備交付金とか、そういう交付金事業がなか

なか難しいと。そして、体育館を建てる場合

には、やはり７億とか 10億とかそういう金額

になろうかなと思っております。生田議員言

われる体育館やったら、もっと 20億ぐらいに

なるかもしれないんですけれども。 

 その交付金のほうがなかなか単年度でどん

と来ないというのもあります。ですけれども、

またこの総合公園の体育館につきましては、

建設するときには議員の皆様とまたご相談を

して決めたいと思っております。 

 以上でございます。 

○５番【生田勇人君】 終わります。 

○議長【恩道正博君】 生田議員、よろしい

ですか。 

○５番【生田勇人君】 はい。 

○議長【恩道正博君】 ３番、七田満男議員。 

   〔３番 七田満男君 登壇〕 

○３番【七田満男君】 皆様、おはようござ

います。議席３番、七田満男です。平成 30年

９月会議におきまして一般質問の機会を得た

ことに感謝を申し上げます。 

 本日未明、北海道胆振地方を震源地とした

震度６強の地震で住宅の倒壊や広範囲の停電

などの被害が出ています。被災された皆様に

心よりのお見舞いと、厚真町などで土砂崩れ

で生き埋めとなっている人々の一刻も早い救

助を願っております。 

 それでは、最初に、全ての学校教室にエア

コン設置をについて質問します。 

 生田議員と質問が重なる点もありますが、

あえて質問をさせていただきます。 

 ことしも猛暑、酷暑と言われ、記録的な暑

さになったのは皆さん方も記憶に新しいとこ

ろであろうと思います。 

 地球温暖化等による影響で全国的に夏の暑

さが非常に厳しくなっています。一日の大半

を過ごす教室内の温度は、学習する環境とし

ては極めて厳しい状況だと思われます。児童

や教職員から暑さが原因と思われる体調不良

などの訴えはあったのか。それと、児童や保

護者、教職員などから暑さに対する声や暑さ

対策の要望などがあったのか、お聞きいたし

ます。 

○議長【恩道正博君】 上出功教育部長。 

   〔教育部長 上出功君 登壇〕 

○教育部長【上出功君】 お答えいたします。 

 １学期中に暑さなどにより体調不良で保健

室を利用した児童数は延べ 96人で、１校平均

で 16人程度となっております。 

 なお、小学校において、夏休みの水泳教室
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に参加した児童が帰宅後に不調を訴えた事例

が１件ありました。 

 それから、生徒や保護者、教職員などから

の要望については特にございませんでした。 

 各学校においては、多目的教室などの冷房

設置教室の活用や小まめな水分補給の実施な

ど熱中症対策にさまざまな工夫を心がけなが

ら学校運営に努めております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 七田議員。 

○３番【七田満男君】 それでは、町の各学

校、保育クラブのエアコン設置状況について

お聞きします。 

○議長【恩道正博君】 上出部長。 

   〔教育部長 上出功君 登壇〕 

○教育部長【上出功君】 お答えいたします。 

 学校においては、内灘中学校、白帆台小学

校の全教室に冷房設備を設置しております。

なお、他の小学校においては、職員室、保健

室、多目的教室などの特別教室の一部に冷房

設備が設置されております。 

 また、学童保育クラブについては、全ての

学童保育室に冷房設備を設置しております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 七田議員。 

○３番【七田満男君】 私たち大人は、猛暑

の季節でもエアコンがある家に住み、きょう

も涼しい環境の中、９月会議を行っています。

児童や先生に厳しい環境の中での授業をさせ

るのは一体どうしてなのか。 

 ７月７日に愛知県豊田市の小学校で１年生

が毎年恒例の虫とりの校外学習の活動後、学

校に戻りましたが、意識を失い、病院へ運ば

れたものの熱中症が原因で亡くなるという大

変痛ましい事故がありました。 

 市内の気温は午前 11 時には 33.4 度、学校

にはエアコンがなく、教室内の室温は 37度だ

ったそうです。せめてこの学校にエアコンが

設置されていれば、涼しい場所で休息ができ、

このような不幸な出来事を防ぐことができた

のではないでしょうか。 

 来年以降も酷暑が続くと思います。金沢市

は来年度、全小中学校に３年程度でエアコン

を完備、輪島市で全 10小学校にエアコンを完

備、それぞれ決めています。 

 町は、エアコンが設置してある学校と未整

備の学校との間では教育環境に大きな差を生

じさせており、早急に全ての学校教室にエア

コンの設置を求めます。町の考えをお聞きし

ます。 

○議長【恩道正博君】 上出部長。 

   〔教育部長 上出功君 登壇〕 

○教育部長【上出功君】 お答えいたします。 

 先ほど生田議員の質問にもお答えいたしま

したが、町内５つの小学校につきましては、

できる限り早期の導入に向け、国の補助制度

の動向も注視しながら来年夏までに設置を目

指して準備を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 七田議員。 

○３番【七田満男君】 速やかな実施をお願

いしたいと思います。 

 次の質問、「みんなが元気！健康いきいき

プロジェクト」の新規事業の進捗状況を問う

についてお聞きします。 

 内灘町まち・ひと・しごと創生総合戦略で、

町の目指すべき人口減少対策の方向性を示す

基本方針の一つに、「町民がずっと元気に暮

らせる健康寿命の延伸を目指す」と挙げてお

ります。 

 平成 28 年度から町の健康増進事業の取り

組みとして地方創生推進交付金等を活用し実

施している「みんなが元気！健康いきいきプ

ロジェクト」では、体の見える化推進事業を

初めとするさまざまな事業が展開されており

ます。 

 平成 30年度の事業のうち、２点の新規事業

の進捗状況についてお聞きします。 

 まず、「うちなだ健康ポイント」と称して
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６月 15日から 11月 11日まで実施している活

動量計を活用した体組成計での測定結果等の

累計に基づくポイント付与制度の進捗状況は

どうか、お聞きします。 

○議長【恩道正博君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 今年度は、これまでの事業に加え、活動量

計を所持する会員の皆様のさらなる利用促進

を目指すため、健康活動にポイントを付与す

る体の見える化事業を推進しております。 

 事業の内容は、１日 8,000歩以上歩くと 20

ポイント、１カ月に１回、体脂肪、筋肉量な

どをはかる体組成計で測定すると 40 ポイン

ト、年１回健康診断を受診すると 300 ポイン

トがたまり、内灘町商工会商品券などと交換

ができるものでございます。 

 ポイント事業を開始し、約２カ月半余りが

経過をいたしました。現在のポイント付与制

度の進捗状況でございますが、全会員 553 名

の参加率は約 35％の 193名になっております。

また、システムの利用率も事業開始前の 14％

から 29％と倍増しております。 

 健康ポイントの獲得数は、今のところ、こ

としの猛暑で少し伸び悩んでおりますが、こ

れからは環境的にも歩きやすい季節に入って

きますので、健康ポイントの獲得数も上昇し

てくるのではないかなというふうに考えてお

ります。 

 今後、健康づくり推進事業の会員の皆様に

ダイレクトメールでの事業参加を呼びかけ、

このポイント付与制度のさらなる普及を図っ

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 七田議員。 

○３番【七田満男君】 次に、生活習慣病の

発症や重症化を予防するためには、生涯にわ

たる食育、健康な食事の推進が重要であると

考えます。町民の方に健康でヘルシーな食を

提供し、健康になっていただくことを目的と

して実施しているタニタ監修の健康でおいし

いヘルシーメニュー開発の支援事業の取り組

みについてもお聞きいたします。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 ご質問のタニタ監修ヘルシーメニュー開発

支援事業の進捗状況についてご説明申し上げ

ます。 

 ６月 25日に説明会を開き、町内の６店舗が

出席をしました。そのうちレストラン「ロン

シャン」「Rubinaa By the Bay」、「ひまわ

りポンポン」の３店舗が８月 27日の最終チェ

ックをクリアし、それぞれの店舗で９月３日

にお披露目会を行いました。私も参加いたし

まして、大変おいしく食べた次第でございま

す。 

 開発された新メニューにつきましては、２

店舗がカレースパイスを工夫し塩分を控えた

洋食であり、もう１店舗は天ぷらと刺身を中

心にしたカロリーを抑えた和食でございまし

た。 

 これらのメニューの特徴は、塩分３グラム

前後と塩分控え目で、約 500 キロカロリーと

低カロリーながら、おいしさと満足感のある

健康的なメニューとなっております。 

 今後は、町広報及び健康フェアなどで「食

を通じての健康」をＰＲするなど、多くの方

にこのヘルシーメニューを楽しんでいただき、

ご協力いただきました飲食店の定番メニュー

となってほしいとも考えており、町民の皆様

の健康増進につながるよう、この事業の推進

にしっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 七田議員。 

○３番【七田満男君】 私も９月３日に試食

をいたしました。大変おいしくいただきまし
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た。しかし、感想として、もう少し工夫が必

要ではないかなと感じました。 

 先月、金沢市近岡町にある金澤タニタ食堂

に行って定食をいただきました。店の取り組

みとしてのお話を少ししたいと思いますが、

先に株式会社タニタについて簡単に紹介しま

す。 

 タニタは、日本で初めて家庭用体重計を製

造販売した会社です。また、世界で初めて体

脂肪計や体組成計を製造販売し、常に先進の

健康機器を提供しており、例えば料理はかり、

歩数計や医療機関向けの計器などです。 

 経営理念である「我々は、『はかる』を通

して世界の人々の健康づくりに貢献します。」

をみずから実践する場として、平成 11年に社

員の健康の維持増進を目的に、東京都板橋区

にある本社内に社員食堂をオープンさせまし

た。 

 おいしく、おなかいっぱい食べていたら知

らないうちに痩せていた、そんなことが話題

になり、注目されたことから書籍が販売され、

映画「体脂肪計タニタの社員食堂」が優香主

演で制作もされております。 

 平成 24年には、丸の内タニタ食堂１号店が

オープンしています。その後、関西や地方都

市で誰でもが利用できる店がふえています。

その一つに、近岡にある金澤タニタ食堂があ

ります。 

 まずは食券を購入します。そのとき体組成

計による計測を申し込みます。店は全てセル

フサービスとなっています。 

 日がわり定食のコンセプトは、一汁三菜の

定食スタイルで、１食当たり 500 キロカロリ

ー前後で、塩分は３グラム以下。野菜使用料

は 200 グラム前後となっています。御飯をよ

そいます。茶碗には内側に２本の線が引いて

あり、下の線では 100 グラム、160 キロカロ

リー、上の線では 150 グラム、240 キロカロ

リーの御飯をよそうことができます。御飯は

50 グラム減らすと 80 キロカロリーを減らす

ことができるのです。 

 次は、それを持って料理を取りに……。 

○議長【恩道正博君】 七田議員、もう少し、

それは一般質問の項目にありませんので簡潔

に。 

○３番【七田満男君】 はい。 

 何を言いたいというか、体組成をはかるこ

とによって食に対して関心を持ち、また見え

る形でできることで、私は今の３店舗におい

ても食した方に体組成をはかるサービスを一

緒に提供するべきだと思っていますので、で

きることならばそういうことをお願いしたい

と思っております。 

 ちょっと町長の考えをお聞きします。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 今現在、体の見える化事業をやっておりま

す。これはまさにそのとおりで、体組成計で

すか、それに乗ることによって体脂肪とか筋

肉の量とかそういうのがわかるものですから、

これを３店舗にどうするのかということも検

討してまいりたいと思っております。もう少

しお時間のほどお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 七田議員。 

○３番【七田満男君】 前向きな答弁ありが

とうございます。 

 ことしは雪害、地震、猛暑、台風など自然

の脅威に対し人間の非力に愕然とする思いが

あります。安心・安全の対策を日ごろから考

え、まさに備えるべきと強く思っているとこ

ろです。 

 最後に、ブロック塀の安全対策をお聞きし

ます。 

 国土交通省は、８月３日、大阪北部地震で

ブロック塀が倒壊して死者が出た問題を受け、

自治体が指定する避難路沿いのブロック塀の

所有者に対し耐震診断の義務化を検討する方
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針を明らかにしました。災害時の安全確保が

狙いで、対象となる塀の高さなど基本的な基

準は今後詰めるとのことです。 

 現在の耐震改修促進法では、避難路沿いの

建物の所有者に対し建物の耐震診断の実施を

義務づけていますが、ブロック塀については、

国は自治体に倒壊防止対策を求めていますが

耐震診断の義務はありません。ただ、大阪北

部地震で小学校のブロック塀が倒れ女の子が

下敷きになるなど２人が亡くなっており、安

全対策の強化が必要になっています。 

 町は公共施設のブロック塀の点検を行って

いますが、その点検結果と対策をお聞きしま

す。 

○議長【恩道正博君】 中川裕一総務課長。 

   〔総務課長 中川裕一君 登壇〕 

○総務課長【中川裕一君】 公共施設のブロ

ック塀の点検結果と対策についてお答えいた

します。 

 町では、ことし６月に発生した大阪北部地

震の死亡事故を受け、学校や公民館など公共

施設等のブロック塀 19 カ所について点検を

行っております。点検は、法令の点検基準に

照らして塀の高さや厚さのほか控え壁や鉄筋

の有無等について実施いたしました。 

 結果については、19カ所のうち基準を満た

していないブロック塀は 11カ所あり、そのう

ち危険と思われる３カ所については速やかに

撤去または補修いたしました。残り８カ所の

ブロック塀等については、危険が生じないよ

う安全対策を講じるため、今回の９月会議に

補正予算として修繕費用をお願いするもので

ございます。 

 以上であります。 

○議長【恩道正博君】 七田議員。 

○３番【七田満男君】 では次に、通学路、

避難路の安全点検を行ったのか。点検結果と

違法状態のブロック塀はあったのか。ある場

合、安全基準の周知や対応についてもお聞き

します。 

○議長【恩道正博君】 堀川竜一学校教育課

長。 

   〔学校教育課長 堀川竜一君 登壇〕 

○学校教育課長【堀川竜一君】 通学路の安

全点検につきましては、毎年、年度当初や必

要時に各学校及び教育委員会において実施を

しております。 

 ブロック塀の安全点検につきましては、交

通安全、防犯の観点での通学路安全点検に合

わせて津幡警察署や道路管理者とともに今月

中に実施をすることとなっております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 中川裕一総務課長。 

   〔総務課長 中川裕一君 登壇〕 

○総務課長【中川裕一君】 避難路の安全点

検の実施についてお答えいたします。 

 災害発生時における避難所の開設や運営に

ついては、内灘町地域防災計画の中で内灘町

避難所運営マニュアルとして整備しておりま

す。 

 なお、避難所までの避難経路については指

定できないことから、危険ブロック塀などの

現状は把握しておりません。 

 以上であります。 

○議長【恩道正博君】 七田議員。 

○３番【七田満男君】 把握してないという

ことは調査をしないという意味ですか。 

○議長【恩道正博君】 中川課長。 

   〔総務課長 中川裕一君 登壇〕 

○総務課長【中川裕一君】 現状、避難路ま

での経路につきましては、指定避難所は町内

で指定しているんですけれども、そこまでの

経路に関しましては住宅その他もろもろのと

ころから個々で移動になりますので、避難路

という指定は設けておりません。したがいま

して、把握は困難かなと思っております。 

 以上であります。 

○議長【恩道正博君】 総務課長、もう一度。 

   〔総務課長 中川裕一君 登壇〕 

○総務課長【中川裕一君】 済みません。今
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ほどの答弁で、避難路の指定がちょっと難し

いもんで点検はできないという形になります。

よろしくお願いします。 

○議長【恩道正博君】 七田議員。 

○３番【七田満男君】 それでは最後に、民

間ブロック塀撤去費などの支援についてお聞

きします。 

 危険なブロック塀の解体に関する補助制度

は、県内自治体では金沢市、小松市は既に制

度があります。創設を予定しているのは白山

市、輪島市、検討中、未定は野々市市、能美

市、かほく市、加賀市、珠洲市、中能登町で

す。予定をしていない自治体は七尾市、羽咋

市、志賀町、能登町、穴水町、川北町、宝達

志水町、津幡町、内灘町です。 

 町はなぜ補助制度を創設しないのか。私は、

通学路にある民間違法ブロック塀の撤去や安

全で軽いフェンス、生け垣への転換を支援す

べきと思いますが、町の考えをお聞きします。 

○議長【恩道正博君】 銭丸弘樹都市建設課

長。 

   〔都市建設課長 銭丸弘樹君 登壇〕 

○都市建設課長【銭丸弘樹君】 議員ご指摘

のブロック塀につきましては、所有者または

管理者の責任において適正に管理されること

が基本となります。 

 しかしながら、町民が安全・安心に暮らせ

るまちづくりは非常に重要と考えております。

このことから、道路に面している危険なブロ

ック塀の撤去に係る助成制度につきましては、

他自治体の動向を参考に、また国及び県の支

援施策も踏まえ検討したいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 七田議員。 

○３番【七田満男君】 多くの自治体がもう

補助を決めていますので、内灘町も早急に施

策の制定をお願いいたします。 

 それで私の質問を終わります。 

○議長【恩道正博君】 ８番、北川悦子議員。 

   〔８番 北川悦子君 登壇〕 

○８番【北川悦子君】 議席番号８番、日本

共産党、北川悦子です。 

 先ほどもお話ありましたが、明け方には北

海道で震度６強の地震がありました。西日本

豪雨、台風 21号と被害に遭われた皆さんにお

見舞い申し上げます。一日も早く復興復旧を

願っております。 

 ことしは台風の発生も多く、豪雨とあわせ

て各地で深刻な被害が相次いでいます。どこ

でも誰にでも次々と襲いかかってくる災害に

不測の事態に備えて対策を強めるときではな

いでしょうか。 

 内灘町でも、台風 21号に備え自主避難所が

３カ所設けられました。高齢のひとり暮らし

の方から一つ安心の場所が確保できたと喜ん

でもらえました。今後、早い時点で設置、周

知できるように、今後の課題としてほしいと

思います。 

 今回は、大きく分けて３問の質問をさせて

いただきます。 

 最初に、猛暑に対応した学校施設整備につ

いてお伺いします。 

 生田議員、七田議員と重なる点が多々あり

ますが、質問をしていきたいと思います。 

 ことしの夏は連日 30 度は当たり前、35 度

以上という異常な暑さが続き、学校では夏休

み前の授業に大変苦労をされていたとお聞き

をしています。 

 愛知県では校外から冷房のない教室に戻っ

た児童が亡くなるという痛ましい事態を深刻

に受けとめ、文科省では補助額を増額するよ

う予算要求を出しています。 

 ８月７日の北國新聞の記者席に、こんな記

事がありました。ちょっと読ませていただき

ます。これは県庁のほうへ県の夏休み親子職

場見学ということで職員の子供たちが見学に

行ったとき、知事との子供たちの対談で知事

がおっしゃられた言葉です。見られた方もい

らっしゃるかなと思いますけれども。 

 「知事が「熱中症にならんようにね」。知
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事室に職場見学の子供たちを招き入れた谷本

知事は、連日の猛暑を話題に。小中学校で教

室のエアコン設置が大きな課題の一つになっ

ていることから、「あなたの小学校にエアコ

ンある？ やっぱり暑い？ ないなら先生に

『ほしい』って言ってみたらいいよ」とアド

バイス。教室でのエアコンの設置率は、県内

でも自治体ごとに差があり、県は国の支援な

ど市町の要望をまとめる方針だが、「現場」

の声が普及の押しになるとばかり。」という

ような記者席の「エアコンある？」という記

事が載っていました。 

 県のほうでは、市町村に要望をまとめると

いう方針だというふうになっておりますけれ

ども、ぜひ子供たちの声を聞いて、市や町の

ほうから要望をまとめて県のほうに要望を出

してほしいと思いますが、もうその旨、出さ

れたのでしょうか。まずはお伺いしたいと思

います。 

○議長【恩道正博君】 上出功教育部長。 

   〔教育部長 上出功君 登壇〕 

○教育部長【上出功君】 ご質問にお答えい

たします。 

 今ほどの要望につきましては提出をしてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 子供たちも「40度に

なった。やったー、エアコンがつく」とかい

うようなことで帰り道に言っている子供たち

もいました。ぜひ県も動かして補助をいただ

けるように頑張っていただきたいなというふ

うに思います。 

 本当に子供も学校の先生も汗だくです。こ

れまで生田議員も先ほどもお話がありました

けれども、冷房設置の一般質問がなされてき

ました。昨年は中学校に空調設備が、また小

学校では大規模改修時に順次していくとされ

てきました。 

 ９月４日の町長の提案理由説明では、空調

整備がされている白帆台小学校を除いて、５

カ所の小学校についても国の補助採択を要望

するなどして、現在、設置に向け準備してい

るところであるとの説明がありました。 

 先ほどの答弁でも、12月議会に実施設計の

補正を出して、来年度には間に合うように努

力をしていきたいというような答弁があった

かと思います。 

 子供の命を守るためにも、また災害時にも

機能するように、先ほどもありましたけれど

も、体育館の設置の点ではいかがでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 上出部長。 

   〔教育部長 上出功君 登壇〕 

○教育部長【上出功君】 お答えいたします。 

 先ほども生田議員の質問にお答えいたしま

したが、普通教室、特別教室等の設置を優先

しておりますので、体育館等の施設に関して

は現在のところ考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 体育館のほうは結構

費用がかかるということで、まずは普通教室

のほうを優先してということですが、災害時

の場合は、もし猛暑のようなときに災害があ

った場合、普通教室も開放できるようになっ

ていますか。 

○議長【恩道正博君】 上出部長。 

   〔教育部長 上出功君 登壇〕 

○教育部長【上出功君】 お答えいたします。 

 その災害の状況にもよりますけれども、必

要に応じて開放できるものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 なかなか開放しよう

と思っても、いろんなところで話やらなんや

らで時間がたつことのないように、もう今か

らでもそういう道筋をどういうような場合に

は教室を開放すると。特定の教室とかいうよ

うに限ってでもよろしいので、そういうよう

な準備はちゃんとしておく必要があると思い
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ますが、いかがでしょうか。 

 これは学校の教室の要綱とか何かあるんで

しょうかね。そういう中で決められているん

でしょうか。 

○議長【恩道正博君】 上出部長。 

   〔教育部長 上出功君 登壇〕 

○教育部長【上出功君】 お答えいたします。 

 今ほどの質問ですけれども、通告の中にも

ございませんので、ちょっとお答えできませ

んので御了承願います。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 通告の中に体育館と

いうあれで入れませんでしたかね。 

 じゃ、ぜひ災害時を想定して、そういうよ

うなすぐ猛暑のときには教室も開放できるよ

うに道筋をつけておいていただきたいなとい

うふうに思います。 

 もう一つ、猛暑に関連して、学校関係で、

内灘町の学校給食共同調理場においても調理

をしていらっしゃる方は連日 40 度を超える

暑さの中で汗だくになって子供たちの給食を

つくってくださっている。ちょっとその状況

を皆さん想像してみてください。冷房設備が

必要ではありませんか。お尋ねいたします。 

○議長【恩道正博君】 上出部長。 

   〔教育部長 上出功君 登壇〕 

○教育部長【上出功君】 お答えいたします。 

 学校給食調理場におきましては、日ごろか

ら休憩や水分を小まめに補給する対策をとっ

ております。また、調理場の特に暑い場所に

はスポット冷房を５カ所設置し、暑さ対策を

行っております。 

 今後につきましても、職員の体調管理には

万全を期したいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 ぜひじっと座ってい

るんではなく、皆さん忙しく動いていらっし

ゃるので、結構本当に暑くてたまらんという

声を聞いておりますので、一度現場で確かめ

て、つくっていらっしゃる方が体調を崩すこ

とのないようにぜひお願いしたいと思います。 

 次に、学校のプールにおいても、子供たち

に「きょうはプールで楽しみね」と学校へ行

くときに声をかけると、「きのうのプール最

悪やった。温泉やった」というような声が返

ってきました。午前の早い時間でないと、昼

からは太陽熱で温められて本当に熱くてとい

うようなことで、先生方も大変注意をなさっ

て心を砕いていらっしゃったんじゃないかな

というふうに思います。 

 ７月 24日の北陸中日新聞によれば、プール

でも熱中症対策が必要で、水分補給が必要と

あります。子供たちは、プールの中に入れば

静かに泳ぐのではなく、はしゃいだりします

ので、子供たちの体温ももちろん高いので、

基本プラス水温が 65 度を超える場合は特に

必要というふうに書かれていますけれども、

本当に注意をしないと大変だなというふうに

思います。 

 水温が 32 度だったかと思いますけれども、

そこの中で子供たちがはしゃいでいると、陸

上競技の方たちの 15 倍もの汗をかくという

ようなことを聞いたように思います。 

 ことしの夏はプールでの対応も大変だった

と思います。わかれば現状と、先生方に聞い

ても、プールに関する要項というものが水温

が低い場合にはあったような気がするけれど

も高いというところでは今までなかったとい

うようなことも聞いていますので、その辺に

ついてお尋ねしたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 上出部長。 

   〔教育部長 上出功君 登壇〕 

○教育部長【上出功君】 お答えいたします。 

 プールの水温基準といたしましては、文部

科学省の学校体育実技指導資料『水泳指導の

手引』において「水温は 23度以上であること

が望ましい」といった下限は示されておりま

すが、上限については示されておりません。

内灘町においては、水温 31度を超える場合に
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はプールの使用を中止する措置をとっており

ます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 水温 31度を超える場

合はプールには子供たちを入らせないという

ことで、これはことし、この猛暑でつくられ

たものですか。 

○議長【恩道正博君】 久下教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 プールに関しまし

ては、水温だけではなくて、気温であるとか

周りの状況、テントを立てるとか、いろんな

状況がありますので、一概に 31度というのは

一応決めましたけれども、学校によって変わ

ります。 

 そんなことから、校長がしっかり掌握して、

時間を短くするとか、きょうはやめておこう

とかいう判断は各学校の状況に応じてやって

おります。安心・安全を期して、しっかりや

っております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 ぜひ子供たちの大切

な命を守るためにも、よろしくお願いしたい

と思います。 

 ２つ目の質問に移ります。 

 子供の貧困対策の充実と子育て支援の立場

から質問いたします。 

 厚生労働省、2017年の６月公表されたもの

によりますと、子供の貧困率は７人に１人と

言われています。町では貧困率は調査してい

ないとのことでした。現状を把握する必要が

あるのではないでしょうか。いかがでしょう

か。 

○議長【恩道正博君】 髙平紀子課長。 

   〔子育て支援課長 髙平紀子君 登壇〕 

○子育て支援課長【髙平紀子君】 ご質問に

お答えいたします。 

 町独自の貧困率については、現状では生活

保護受給世帯や就学援助受給世帯、児童扶養

手当受給世帯の状況などで確認することがで

きるため、調査は考えておりません。 

 貧困対策として、町では県と共同で生活困

窮者及びひとり親世帯の子供を対象に学習支

援事業を実施しております。今年度から学習

支援事業に参加される子供に対し無償で食事

を提供するこども食堂を実施しております。 

 今後とも子供の貧困に対する支援を一層充

実させていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 子供の貧困の現状を

把握されて、ぜひ支援を今後もしていってほ

しいと思います。 

 次に、支援の一つとして国民健康保険税で、

何度も言っていますが 18 歳未満の子供にか

かる均等割は廃止できないでしょうか。他の

共済とか健康保険なんかを比べますと、子供

がいるからといって保険料を取ることはあり

ません。公平性という点から考えると、国保

だけが子供の均等割にかかり、不平等とも言

えます。 

 加賀市では子供の均等割を廃止したと聞い

ておりますが、いかがでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 瀬戸博行町民福祉部

長。 

   〔町民福祉部長 瀬戸博行君 登壇〕 

○町民福祉部長【瀬戸博行君】 まず私から

は国保税の 18 歳未満の子供の均等割の廃止

の件についてお答えいたします。 

 現在、町の国民健康保険税の算定は、平成

30年４月から固定資産税に応じて負担する資

産割を廃止し、所得に応じて負担する所得割、

１世帯当たり定額で負担する平等割及び加入

者１人当たり定額で負担する均等割の課税方

式を用いた合計額で決定をいたしております。 

 そのうち介護保険料を除く全ての加入者を

対象とした均等割額は年額４万 800 円となっ

ております。平成 30 年７月末現在、本町の
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18歳未満の国民健康保険加入者は約 470人で

あり、その均等割を全額免除とした場合は、

約 1,900 万円の財源不足が生じることになり

ます。 

 現在、国民健康保険税の均等割及び平等割

に対する軽減措置は、世帯の所得に応じた低

所得者に配慮した制度として７割、５割及び

２割の軽減策が既に講じられております。 

 したがいまして、新たに町独自で 18歳未満

の子供のみを対象とした均等割の軽減を行う

ことは、他の加入者の負担を増加させること

になるため公平性、平等性の観点からも難し

いものと考えております。 

 今後も安定した事業運営を持続させるため、

県から示される標準保険料率を参考に町の国

保税の税率を決定していく方針といたしてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 子育て支援の立場か

ら、国保にはお金がないということは重々知

っていますので、そうではなく、一般会計か

ら繰り入れるというようなことはできないの

でしょうか。 

 別の方法で、同じ国保会計の中で出そうと

思いますと、1,900 万円出すということは、

ほかの方たちの保険税を上げるほかないとい

うふうに計算上はなってくるかと思いますけ

れども、これを一般会計から、そして県のほ

うにも都道府県化になったんですから、ぜひ

子供の均等割はなくすように補助をしてほし

いというようなことを申し出ていただきたい

んですが、いかがでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 瀬戸部長。 

   〔町民福祉部長 瀬戸博行君 登壇〕 

○町民福祉部長【瀬戸博行君】 お答えいた

します。 

 前回もご答弁させていただいていると思う

んですけれども、全国の知事会において、そ

の要望が提出されております。それで、町か

らは特に要望する考えはございません。 

 それと、繰入金の件でございますが、一般

会計からの繰り入れにつきましては法定繰り

入れだけということで、それ以外の繰り入れ

は予定をいたしておりません。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 知事会のほうからも、

また現場の自治体からもどんどん声を上げて

いっていただきたいなというふうに思います。 

 それまでの間、子育て支援という立場から、

ほかの保険には均等割というものがないので、

そういう点からも国保だけ均等割で、今でも

高い高いと言われている国保税。何とか子育

て支援の立場からできないかというところで、

一般会計から法定外で繰り入れるような方策

をとっていただけたらなというふうに思いま

す。なかなか難しいようなんですが。 

 次に、給食費無料化についてお尋ねしたい

と思います。 

 文科省の『食に関する指導の手引』では、

学校給食の一層の普及や献立内容の充実を促

進するとともに、各教科などにおいても学校

給食が生きた教材としてさらに活用されるよ

う取り組むと書かれております。 

 学校給食は教育の一環であり、日本国憲法

第 26条「義務教育は、これ無償とする。」に

照らしても、学校給食、無償であるべきでは

ないでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 堀川竜一学校教育課

長。 

   〔学校教育課長 堀川竜一君 登壇〕 

○学校教育課長【堀川竜一君】 通告をいた

だいておりますのは、就学援助費の給食費を

60％から 100％に向け検討が必要ということ

で通告をいただいておりますが、こちらのお

答えでよろしいでしょうか。 

○８番【北川悦子君】 学校給食の無料だと

書いてありませんでしたか。 

 じゃ、それで答えてください。 
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○学校教育課長【堀川竜一君】 現在、内灘

町では、経済的に困難な家庭には就学援助費

として給食費以外にも学用品費、通学用品費、

修学旅行費などについても援助を行っており

ます。 

 給食費の全額相当を援助する考えはござい

ません。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 群馬県のほうでは、

６割を超える自治体で学校給食の無料化が実

施されています。滋賀県長浜市では、定住促

進、子育て支援策として学校給食を無料化す

るというところもあります。 

 今、就学援助制度について給食費、60％に

なっていますが、ぜひ 100％に近づけるよう

に、できませんではなく努力をしていただき

たいなというふうに思いますが、もう一度よ

ろしくお願いします。 

○議長【恩道正博君】 堀川課長。 

   〔学校教育課長 堀川竜一君 登壇〕 

○学校教育課長【堀川竜一君】 同じお答え

になるんですけれども、現在、内灘町では経

済的に困難なご家庭には就学援助費として給

食費以外にも援助を行っております。 

 給食費の全額相当を援助する考えはござい

ません。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 ほかにも援助してい

るから給食費は 60％を超えることはできない

ということですね。 

 じゃ最後に、ほのぼの湯についてお伺いを

いたします。 

 ７月会議に、ほのぼの湯入館者数について

の報告がありました。４月から６月の期間を

昨年とことしの入場者数と入館料の比較です。

中学生以上は 29.2％減、４歳から小学生は

57.6％の減、65 歳から 69 歳は 26.1％の減、

70 歳以上は 7.5％減となっております。入館

料は平均して 35万 1,047円増とのことでした。 

 利用者増を見込む対策として、町から指定

管理を受けている施設の利用者がほのぼの湯

を利用した場合、当日に限り減免することに

なり、減免内容は中学生以上は 500 円を 400

円に、小学生は 200円から 100円としました。 

 町は入館者数の減少をどのように見ていま

すか。また、町内、町外の利用者数を把握し

ておりますか。 

○議長【恩道正博君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 入館者数の減少につきましては、この猛暑

とかがかなり影響しているのではないかなと

思っております。 

 しかしながら、リニューアルオープン前の

入館者数と対比しましたら、やはりリニュー

アルオープン前の入館者数を現在上回ってお

りますので、猛暑の影響かなというふうな考

えでおります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 誰も新しいところが

できると興味本位で、本当にバスで乗りつけ

ているところも見たこともあり、そういう意

味では新しいところ新しいところへ利用者は

行ってみたいなというふうに思って、昨年と

比べたら減少しているのかなというふうには

思ってはおりますが、一度、先ほども言いま

したが、町内と町外、どれぐらいの利用者数

がいるのか、それを調査していただきたいな

というふうに思っております。 

 といいますのは、ある白山市のほうのとこ

ろへ行ったところで、町内、町外の販売機が

別々になっていまして、なぜ別々にするのか

と尋ねたところ、それは町内の人からは税金

をもらってこの建物を建てたと。それを還元

するために町内、町外と分けているんだとい

うふうにおっしゃられていました。 
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 というようなわけで、どれぐらいの町外か

ら利用者の方が来ていらっしゃるのか、そう

いうようなところも一度把握していただけた

らなというふうに思います。 

 前も一度提案をさせていただきましたけれ

ども、10枚の回数券というのは外からいらっ

しゃった方はまた来れるかなというところで

ちょっと心配なんですが、４枚の回数券で

2,000 円ということであれば、２人連れでも

う一度ぐらい来てみたいなとか思われれば４

枚で５回分のお風呂に入れるように、そうい

うような回数券をつくっていただければ、手

軽にまた町外からいらっしゃった方も来れる

のではないかなというふうに思います。 

 名前が「ほのぼの」という名前ですから、

利用された方がほのぼのとしたような気分に

なれるような、そういう皆さんから愛される

ほのぼの湯として利用していただきたいなと

いうふうに思っておりますが、調査のほうは

いかがでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 町内、町外の利用状況を把握する必要がな

いと考えております。実際、そういう料金は

別々ではございませんので。 

 そしてまた、近隣の７つの市町の 12の温浴

施設を調べてみましても、町外、町内を区別

している施設というのは１カ所だけなんです

よ。もうほとんどの施設が町内、町外という

区別をしないのが流れかなと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 私としては、ほのぼ

の湯を健康増進のためにも町民の方たちにも

っともっと愛してもらいたいなという思いが

あります。それで、やはり 400 円から 500 円

になった。子供連れでということになります

と、子供を連れて４人家族で来たような場合

に結構なお金になります。そして、そこでア

イスクリームやら飲み物やらということにな

りますと週に１回来るのも結構大変じゃない

かなというふうに思いますので、そういうよ

うな点も考慮されて、一度調べてもらえたら

なというふうには思っておりますが。 

 ほかには、白山市のほうは結構そういうと

ころがあるように思います。一度行きますと、

また次来たときには安くしますよというよう

なことで書かれておりましたけれども、また

参考にされて検討していただきたいなと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 北川議員おっしゃっている白山市に１カ所

そういうところがあるという、私ら調べた限

り、そういうところないんですよ。ですから、

それ民間なのか第三セクターでやっておるの

か、何か特殊なところではないかなと思って

おります。 

 私ら調べたところでは、白山市に市でやっ

ている施設が３カ所あるんですよ。例えば白

峰とかそういうところが入ってくるのかな。

ここはあくまでも町内、町外の料金はあれし

ていません。 

 さっき町内、町外分けているところといっ

たら津幡町に１カ所あるという報告でござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 私の行ったところも

白峰なんですが、ほかの方もそういうふうに

言っていらっしゃったので、私はそうかなと

いうふうに。実際そんなふうに買いましたの

で、そうかなというふうに思っておりました

が、市でやっているところだという。第三セ

クターかなんかじゃないかなというふうには

思いますが、そこまで聞いてこなかったんで
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すが。 

 また検討されて、一度、こういう考え方も

持っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃ

るので、ぜひ検討していただきたいと思いま

すので、お願いいたします。 

 以上で終わります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【恩道正博君】 この際、暫時休憩い

たします。 

 再開は午後１時 30分といたします。 

 決算特別委員に選任された方は、全員協議

会室にお集まりお願いをいたします。 

 暫時休憩いたします。 

           午前 11時 44分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時 30分再開 

    ○再   開 

○議長【恩道正博君】 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議時間の延長 

○議長【恩道正博君】 本日の会議時間は、

議事の都合によりあらかじめ延長いたします。

これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【恩道正博君】 ご異議なしと認めま

す。よって、本日の会議時間を延長すること

に決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○決算特別委員会正副委員長 

     互選結果報告 

○議長【恩道正博君】 休憩中に、先ほど設

置されました決算特別委員会において委員長

及び副委員長の互選が行われ、その結果が議

長の手元に来ておりますので、ご報告いたし

ます。 

 決算特別委員会委員長に磯貝幸博議員、副

委員長に藤井良信議員。 

 以上のとおりであります。 

 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 少し訂正させていた

だきます。 

 先ほど北川悦子議員の質問の中で、白山市

には、市内、市外、そういう区分したところ

がないというふうに私答弁いたしましたけれ

ども、何かあるようなことも聞きましたので、

もう一遍しっかりと調査しまして全協で報告

したいと思いますので、どうかよろしくお願

いいたします。 

 失礼しました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一般質問 

○議長【恩道正博君】 それでは、一般質問

を続行いたします。 

 ２番、磯貝幸博議員。 

   〔２番 磯貝幸博君 登壇〕 

○２番【磯貝幸博君】 皆さん、こんにちは。

議席番号２番、磯貝幸博。 

 ９月会議で一般質問の機会を得ましたので、

通告に従い、一問一答方式で行いたいと思い

ます。答弁に当たり、わかりやすく丁寧にお

答えいただきますようお願いしたいと思いま

す。 

 超高齢社会の進展、人口減少に伴い、年々

厳しさを増していく財政事情を鑑みるに、今

後、町を挙げて取り組んでいくべきことは、

新しい人と知恵と資金を投じ、これまでにな

い勢いを持って観光行政の構築、いわば稼ぐ

まちづくりを強力に推し進めるべきであると

私は確信しております。 

 なぜかといいますと、昨年の訪日外国人旅

行者は 2,870 万人で、その経済効果はおよそ

４兆円弱。先月 15日時点で過去最速で 2,000

万人を超えたニュースを耳にしました。政府

が目標とする 2020年に 4,000万人の具体的な

目標に向けて、目に見えた効果があらわれて

きています。 

 県内にも国内外合わせ 2,500 万人が訪れて
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います。金沢駅前は旅行者であふれかえり、

市内には商業施設が次々と開店しています。

ホテルや民泊、ゲストハウスなど宿泊施設も

新設され、活況を呈しているのは皆さんご承

知のとおりでございます。 

 人口が１人減少しますと、その経済活動を

補うために、宿泊を伴う外国人旅行者が８人、

日本人旅行者にしますと 19人を誘致し、消費

してもらうことでそれを補えるといいます。

超高齢社会、人口減少が進む社会で、いかに

して旅行客を獲得するかにかかっていると言

えます。 

 内灘町、かほく市、津幡町、金沢市、野々

市市、白山市の一部を加えた金沢地域には約

1,033 万人の旅行者が訪れているわけでござ

いまして、その１％でも誘致できれば大きな

経済効果を生み出すのは間違いありません。 

 視線を内灘町に変えていきますと、日中は

多くが町外へと働きに出ているわけで、商店

や飲食店は厳しい状況に置かれています。旅

行者を誘致して経済効果を早く確実に町内の

事業者へと浸透させなければ、その厳しさが

日ごとに増していくのは目に見えているわけ

でございます。町内の事業者がその厳しさを

増していく状況を見過ごすわけにはまいりま

せん。 

 この状況を打開できるのは観光行政しかな

いと思います。もう一刻の猶予もありません。

内灘町のメーンは観光行政にある、それぐら

いの気持ちで、私、そういった危機感を持ち

ながら旅行者誘致の取り組み強化として質問

してまいりたいと思います。 

 ことしも昨年同様に内灘海岸では町によっ

て海水浴場が設置されました。内灘といえば

砂丘と海の町でございます。10年前には２カ

月で 12万 2,680人訪れたそうです。去年は７

月 15日から８月 20日の 37日間で２万 3,774

人との報告でしたが、ことしはどれくらい来

られているのか知りたいところです。 

 今後のために多角的な調査を行ったものと

思いますが、入り込み客数、外国人旅行者数、

車両の台数、訪問の時間帯、年代など、町が

行った調査の結果をお尋ねしたいと思います。 

 あわせて、調査に基づいた成果と反省点に

ついてもお尋ねしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○町長【川口克則君】 田中徹都市整備部担

当部長。 

  〔都市整備部担当部長 田中徹君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【田中徹君】 ただい

まの磯貝議員のご質問にお答えいたします。 

 昨年に引き続き、７月 14 日から８月 19 日

までの 37日間、内灘海水浴場を開設いたしま

した。この間の入場者数は約２万 3,000 人、

駐車場の利用台数は約 9,400 台ということで、

昨年と同程度の数でございました。 

 なお、外国人旅行者、訪問の時間帯、入場

者の年齢などについては調査をいたしており

ませんが、外国人の入場者につきましては１

日に 20 人から 30 人の方が海水浴を楽しんで

いる状況でございました。 

 成果と反省点でございますが、ことしの内

灘海水浴場では、町が海水浴場として占用許

可を受けた区域をくいとロープで囲みまして、

海水浴場内への車の進入を全面禁止といたし

ました。来場者からは、家族連れが安全に安

心して海水浴を楽しむことができてよかった

との感想をいただいております。 

 反省点といたしましては、海水浴場内には

日陰や来場者が休む場所がないため、今後、

来場者が休憩できる場所の設置などについて

検討する必要があるというふうに考えており

ます。 

 また、日曜日や祝日など来場者が多い日に

は、トイレや更衣室のシャワーの水が一時的

に出なくなるというときがございました。現

状は地下水を使用しておりますが、上水道の

引き込みについても検討が必要というふうに

考えております。 

 以上でございます。 
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○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 成果と反省点もいた

だきました。入場者数と駐車場を利用した台

数ということでした。 

 内灘海岸へやってくる外国人旅行者は、金

沢観光のすき間時間を利用して海辺でゆっく

りしたいとか、前に来たことがあって友人と

一緒にまた来たといったことが多いようです。

しかし、現状は旅行者を満足させられるよう

にはなっていないと思います。 

 先ほど部長からも答弁ありましたが、日陰

になるような場所もなく、波打ち際まで歩き

やすいわけでもない。飲食もできず、休憩場

所もありません。着がえもシャワーも十分な

数もスペースもあるとは言えておらない状況

でございます。おのずと滞在時間は短くなり、

旅行者の誘致も個人の消費も期待できない状

況となってしまっています。 

 「統計からみた石川県の観光」より、石川

県へ訪れるきっかけとしては、「友人、知人

の紹介」「前回訪れたイメージがよかったか

ら」という項目が２位、３位にあるわけでし

て、すばらしい内灘海岸をゆっくりしたくな

る憩いの海、紹介したくなるような楽しい海、

また訪れたくなる思い出の海にしていきたい

ものでございます。 

 旅行者の多様なニーズをかなえられるすて

きな内灘海岸にできたらと考えると、自然と

気持ちも高ぶってきませんか。より多くの旅

行者を内灘海岸へいざなうことが重要だと思

われますが、今後、海の家などの営業を許可

していくのか。その際、海岸の営業利用のル

ールはあるのか、お尋ねしたいと思います。 

○町長【川口克則君】 田中部長。 

  〔都市整備部担当部長 田中徹君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【田中徹君】 ご質問

にお答えいたします。 

 海岸区域で営業活動を行うには、海岸法に

基づく土地の占用許可が必要となります。許

可申請は海岸管理者である石川県に対して行

うこととなりますが、県のほうからは、許可、

不許可の判断は申請内容ごとにケース・バ

イ・ケースで判断されるとお聞きしており、

海岸の営業利用のルールはございません。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 ありがとうございま

す。営業利用のルールはなく、その都度その

都度の申請書を見てということでした。 

 ことしの海水浴場の設置方法は、とてもよ

かったと思います。先ほども言われたように、

入り口から駐車場、そして駐車場から波打ち

際まで車が行き交うことのない、子供連れも

安心して歩ける空間づくりがなされていまし

た。こういう設置方法は大事だなと思いまし

たが、来年も町で海水浴場を設置するお考え

なのか、お尋ねしたいと思います。 

○町長【川口克則君】 田中部長。 

  〔都市整備部担当部長 田中徹君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【田中徹君】 お答え

いたします。 

 内灘海水浴場は、50 年以上の歴史を持ち、

平成 18 年には環境省の快水浴場百選に選ば

れた町の重要な観光資源であります。 

 ことしも大勢の海水浴客でにぎわっており、

来年も海水浴場を開設したいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 来年も町で海水浴場

を設置するお考え、方向だということで確認

できました。より一層安全で、そして便利で

憩いの場になるような海水浴場の設置のほう

をまた検討いただきたいなというふうに思い

ますけれども。 

 続きまして、以前、海の関係で米田昭夫議

員が県議会において海岸について質問をされ

たことがございます。県の答弁は、まずは地

元の市町において広域的で一体的な海岸の利

活用計画を作成し、それをもとに海浜地を利
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用した、より魅力のある地域づくりを進める

ことが重要ではないか。申請に基づき十分に

検討した上、適切に対処していくという前向

きな答弁を得ておりました。 

 さて、昨年立ち上げました内灘海岸賑わい

創出事業基本構想に基づき設置された検討委

員会では、どのような検討がなされているの

でしょうか。歩みを早め、期限を区切り、実

現可能性のある具体的ビジョンを提示できな

いものでしょうか、お尋ねしたいと思います。 

○町長【川口克則君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 内灘海岸では、北陸新幹線金沢開業以来、

金沢からのアクセスのよさを生かし、浅野川

線を利用した外国人を含め、多くの観光客が

見られるようになってきております。 

 委員会におきましては、こうした内灘海岸

を訪れる観光客の利便性向上を図るため、駅

から海岸へのアクセスの向上やＳＮＳなどに

よる海岸の魅力発信の強化、さらに海岸の魅

力を生かしたにぎわい拠点の整備や海岸周辺

における回遊性の向上などハード面の整備だ

けでなく、ソフト面の強化も含め協議をして

いるところでございます。 

 構想案がまとまり次第、議会の皆様にお示

しをしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 さまざまな利便性向

上からにぎわい拠点の整備、回遊面などいろ

いろ話し合われているかと思いますけれども、

観光行政はスピード感が大事です。川口町政、

スピード感を持って取り組むということで目

標をたくさん掲げられておりますけれども、

先ほど言いました期限を区切って具体的なビ

ジョンを提示できる、その時期的なものとい

うのは提示できないものなんでしょうか。 

○町長【川口克則君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 お答えいたします。 

 以前にも議員の皆様に、たしか６月のとき

にお答えしたと思うんですけど、今、この委

員会ですけれども、９月をめどとして協議を

進めております。ですから、９月めどか、10

月の最初ぐらいに議員の皆様にお示しできる

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 10月上旬ということ

で明確に時期を示していただきまして、あり

がとうございます。 

 先ほどの米田議員の質問は、平成 20年の答

弁ではございますけれども、いよいよ動き出

した広域的で一体的な海岸の利活用計画の策

定、これに向けて大きな期待を寄せておりま

す。一刻も早く進めていただきたいというふ

うに願うばかりでございます。 

 続きまして、観光庁より、「つくろう！魅

力あふれる「楽しい国 日本」！！～「最先端

観光コンテンツ インキュベーター事業」に

おけるモデル事業の募集がございました。海

の町内灘としては、このモデル事業への応募

は必ず行っていただいて、しかも獲得してい

ただきたい大きなものだと思うんですが、そ

れを行ったか、お尋ねしたいと思います。 

○町長【川口克則君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 観光庁が募集する「最先端観光コンテンツ 

インキュベーター事業」は、訪日外国人の旅

行消費額の増加や地方への誘客に向けたモデ

ル事業を実施し、その成果を検証の上、ビジ

ネスモデルとして全国への展開を図るもので

ございます。 

 ことし７月に当該モデル事業の募集があり、

町では通年型のビーチの活用について、町、

商工会、観光協会が連携を図り、旅行者への
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新たな滞在メニューとして内灘海岸における

体験型の観光コンテンツを提供するモデル事

業を応募しているところでございます。 

 この結果は今月末にはわかるのではないか

なという予定でございます。国のことですの

で、少しずれる可能性もありますけれども、

今の予定では９月末でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 そうですね。しっか

りと応募していただいて、その結果を待つば

かりということで、やはり期待できる、国と

してもサポートしたい、地方の観光行政を応

援したいというものですので、ぜひ獲得して

いただきたいと思いますし、我々も協力でき

るところがあればしていきたいなというふう

に考えております。 

 それでは次に、全国各地で地域おこし協力

隊が活躍しております。隣の金沢市でも採用

されております。 

 平成 29 年６月と９月と二度質問を行いま

したが、答弁では、過疎地域が取り組む仕組

みだと、任期満了後の仕事の確保が課題だと

お答えになりました。 

 内灘の未来を創造していくには、チャレン

ジすることが必要ではないでしょうか。１年

経過し、調査研究を重ねまして認識に変化は

あったのか、お尋ねしたいと思います。内灘

町でも地域おこし協力隊を募集しないのか、

改めてお尋ねしたいと思います。 

○町長【川口克則君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 磯貝議員さんのほうから、たびたびこの地

域おこし協力隊の募集についてのご質問、こ

れで３回目でございます。 

 この地域おこし協力隊の募集につきまして

は、町のＰＲや特産品の発掘などを目的に、

町観光協会や商工会とも連携、協力しながら、

平成 31 年４月からの募集に向けて今後準備

を進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 前向きな答弁で驚い

て、ありがとうございます。 

 文章がちょっとあれですけど。 

 海のレジャーも年々変化し、ニーズも多様

化する。立ちどまっていては観光産業は成就

しません。地域おこし協力隊の募集という形

で、内灘町の魅力を全国に発信することも可

能です。そして、それに応じてくれた人材が

移住を希望し、力になってくれる。住民には

ない視点、新しいアイデア、そして行動力を

持つ隊員を募集に向けて動いてくれると。 

 ここちょっと文章変えましたんでね。 

 隊員募集のメリットを論じて、はや１年が

経過した中、前向きな答弁をいただきまして、

また観光行政が一歩進んだかなというふうに

思います。 

 本日お聞きしました海岸の調査は人数のみ

でございましたけれども、外国人旅行者の動

向調査、ニーズ調査を行っていただき、これ

からの観光行政、そして例えば商工会や、あ

るいは観光協会などと連携する場合に、そう

いうデータをもとにした具体的な策を練れる

ような研究材料にできればいいなというふう

に思うわけでございます。 

 来年、海水浴場の設置というのが町でなさ

れるわけですから、十分な調査を行っていた

だいて、平成 31年４月からの調査をしっかり

していただきたいなというふうに思っていま

す。 

 それでは、次の質問に移りたいと思います。 

 けさ早く、北海道胆振地区を震源とした大

規模地震が発生いたしました。姉妹都市羽幌

町、友好都市猿払村でも停電が続いているそ

うです。小中学校は臨時休校になったそうで

す。酪農家も乳業工場も搾乳等に困っている

そうです。停電の復旧見込みがまだ立たず、

長期化により生活にさまざまな影響を及ぼす
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ことが懸念されているそうですが、早期の復

旧を心よりお祈りしたいと思います。 

 本年は、大雪で生活機能が麻痺したり、ま

た耐えがたい猛暑が続いたり、さらには台風

発生も 20個を超えるなど、異例ずくめの天候

のために各地で多くの災害に見舞われていま

す。 

 雪害対策本部が設置されましたが、町内一

斉排雪まで行われました。ことし２月に重大

な雪害対応に追われたと思います。皆様ご苦

労されたかと思いますけれども、当時の対応

について振り返り、総括をされましたでしょ

うか。そして、その内容についてお尋ねした

いと思います。 

○議長【恩道正博君】 長谷川徹総務部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 ご質問にお答え

いたします。 

 町では、冬期間において通勤通学など住民

の生活に支障を来すことがないよう今後も迅

速な除雪作業を実施するため、ことし２月の

雪害対策について総括を行っております。 

 17年ぶりの大雪となったことし２月の雪害

対策といたしましては、２月８日に内灘町雪

害対策本部を設置し、２月９日から 10日にか

けて町内一斉除雪及び排雪を実施しておりま

す。 

 県内各地で除雪作業が同時に行われたこと

から、排雪作業を請け負う建設業者や排雪用

トラックの不足に加え、オペレータの確保が

できない状況が発生し、作業終了までに２日

間を要しましたが、総合的には円滑な除雪作

業が実施できたのではないかというふうに考

えております。 

 しかしながら、このような大雪の際には、

各地区に除雪の協力を呼びかけるなど、今後

も町民と行政がそれぞれの役割を分担した自

助・共助・公助による除雪体制をより一層推

進していくことが重要であるというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 大がかりな除雪作業

から排雪作業まで２日間を要して大変ご苦労

されて、しっかりと排雪をしていただいたお

かげで、町民の暮らし、生活についても復旧

を見たわけでございます。他市町に比べて迅

速で確実な作業を行っていただいて、すばら

しい対応かなと思います。 

 そして、行政に頼るばかりではなく、地域

における、先ほど部長も言いました自助・公

助・共助の精神、また気持ちというのがさら

に今後必要になってくるんじゃないかなとい

うことで議会でも議論されたところでござい

ます。全くそのとおりだと思います。 

 次に、８月４日、各地に大きな爪跡を残し

た台風 21号によって、当町でも罹災された多

くの方、不安な夜を過ごされた方、家族の安

否を心配された方、皆様に心よりお見舞い申

し上げたいと思います。 

 災害対策本部の設置もされ、自主避難所の

設置など町も対応に追われ大変であったと思

いますが、台風などによる洪水の場合、災害

の発生まで一定の時間がありますので早期に

対応することが可能です。被害を最小限にと

どめるために、前回タイムラインのお話をし

たんですが、今回、まさにその台風 21号がタ

イムラインの実働に値したと思ったわけでご

ざいますが。 

 ことし３月に一般質問をした際、町長は策

定している途中だというふうにおっしゃいま

したが、タイムラインの策定の検討、状況は

今どうなっているでしょうか。その進捗をお

尋ねしたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 長谷川総務部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 ご質問にお答え

いたします。 

 防災に係るタイムラインの活用につきまし

ては、災害を進行型災害と突発型災害に分類
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した場合、進行型災害に適していることから、

現在、国は進行型災害の一つである水害にお

けるタイムラインの策定を促進している状況

でございます。 

 町では、国の取り組み状況を踏まえ、また

県の指導のもと、台風の接近、上陸に伴う洪

水を対象としたタイムラインをことしの３月

末に策定しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 答弁で３月末にもう

策定済みであるということで、迅速な策定を

なされたというふうに、喜ばしいことだと思

いますけれども、できたことが示されてない

ような気がしますので、ぜひ周知して、町民

がわかるような形で示していただきたいなと

いうふうに思います。 

 それでは、９月 30日に総合防災訓練が行わ

れることとなっております。大雨と大規模地

震に対する防災訓練というふうに伺っており

ます。タイムラインを使った等の自主防災会

と行政側との通信手段というものはどのよう

なものでなされたりするのか、お尋ねしたい

と思います。 

○議長【恩道正博君】 長谷川総務部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 ご質問にお答え

いたします。 

 今年度の内灘町総合防災訓練につきまして

は、大雨により河北潟が危険水位に達したこ

とに加え、震度６強の地震が起こったという

想定で、白帆台小学校をメーン会場として宮

坂・白帆台地区の住民を対象に実施する予定

でございます。 

 ご質問の被災時における自主防災会と行政

側の通信手段につきましては、通常の電話回

線が使用できない状態であっても防災行政無

線の機能を活用し、親局である役場庁舎と各

公民館の間で電話及びファクスを使用するこ

とができます。 

 なお、総合防災訓練において、これらを実

際に操作する訓練を予定しているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 そうですね。今の答

弁では、通信手段として防災無線を利用した

電話とファクスが使えるというのを自主防災

関係者にはもしかしたら知らない方も多いか

と思います。それを活用して訓練をするとい

うことで周知が広まり、万一のときにはそれ

を利用して通信できるということが確認でき

ますので、大事なことかと思います。 

 次に、事故でも災害でもすぐに現場に到達

しまして、現場の状況をつぶさに確認するこ

とができる利点があります。ドローンですね。

防水仕様はもちろん、水難救助にもいち早く

対処できるわけでございます。物を落下させ

る機能を有したタイプも登場しております。 

 この無人航空機といいますかドローンを使

った災害時対応訓練の導入を強く望みたいと

思います。その総合防災訓練時に検討できな

いか、お尋ねしたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 長谷川総務部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 ご質問にお答え

いたします。 

 近年、災害救助現場へのドローンの導入が

進んでおり、被災現場の撮影や情報収集のほ

か、人命救助などにおいてドローンの活用は

大変有意義であると認識しておるところでご

ざいます。 

 議員ご質問のドローンを使用した総合防災

訓練につきましては、先進地の事例等を参考

に今後調査研究してまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 有意義だということ

の認識はあるということですので、今後の調
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査についてしっかりお願いしたいなと思いま

す。 

 一般的なイメージとすれば、１台、１機、

すごい高額で大きいものを想定していますけ

れども、本当に今はもう少額というか安く、

そして性能のいいものも出てきていて、現場

までさっと行ってそれを映し出すことができ

るというのは、今回の例えば北海道の地震に

おいても威力を発揮するものかと思っており

ます。災害時訓練に導入していくことを強く

望みたいと思います。 

 それでは、最後の質問に移りたいと思いま

す。 

 内灘町は団地造成によって発展してきまし

たので、地域によって大きな差が出てくるわ

けでございますが、超高齢社会の進展で児童

数が減少してまいりました。そこで、生徒数

の減少と学校運営について議論してまいりた

いと思います。 

 我々、第二次ベビーブームの世代が小学生

のころは、クラスは３から４クラス。１クラ

スに四十二、三人がおりました。将来の見通

しから、大根布東小学校、清湖小学校が建設

されていったと思います。今や、その生徒数

は半減いたしました。定住促進策を継続的に

打ってはいますが、自治体間で横並びになっ

てしまっては人口増の起爆剤としての効果は

余り見込めないのではないかと懸念しており

ます。 

 さて、そういった中、現状の学校運営方針

についてお聞きしてまいりたいと思います。 

 高学年に進むにつれまして、小学校間での

交流を深められないか、お尋ねしたいと思い

ます。これは、中学校に入って孤立感などか

らショックを受ける子も多く、またコミュニ

ケーションには外国人も含め多様性が求めら

れてくるため、より多くの人とのかかわりが

必要となります。こういう観点から交流を深

められないかお尋ねしたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 久下恭功教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 中１ギャップにつ

いてご心配という、そういう観点からの質問

にお答えをします。 

 内灘中学校では、町内全小学校６年生を対

象に、中学校の授業や部活動参観などの体験

入学を２日間設けております。中学生活での

疑問や不安などを中学校の先輩が直接回答す

る企画など、スムーズな中学校生活につなが

るよう配慮をしております。 

 もちろん１年生の担任初め教員には、中学

入学時の環境の変化に対するきめ細かい指導

を求めています。 

 一方、町内小学校間では、器械運動交歓会、

サッカー交歓会、音楽会など交流活動を進め

ております。また、21団体からなるスポーツ

少年団活動や、子ども凧遊び大会、内灘町子

ども大会でのスポーツ活動など、子ども会の

交流活動も中学入学に向けての有効な交流実

践であると認識をしております。 

 今後も中学進学による不安、いわゆる中１

ギャップの解消に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 多分そういう回答に

なるかなとちょっと予想はしていたんですが。 

 私が言いたかったのは、スポーツの交流で

なくて、基本的となる授業の交流とかで同時

に、一緒に同じクラスで授業をしてみたりと

かということを考えてはいたんですけれども、

今後、そういったようなスポーツ交流も含め

て、子供たちの人的交流といいますか、同学

年がやっぱり人数が少ないわけですから、顔

も覚えやすいでしょうし、友達にもなりやす

いでしょうから、そういう交流をふやしてい

ただきたいなというふうに思っております。 

 それでは次に、少子化が進むに伴い、地域

における小学校の存在感や重要性が増してい

くわけでございますが、学校運営協議会を設

置し、地域の皆様が学校運営に積極的にかか
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わる、参加できる仕組みのコミュニティ・ス

クールなど、地域と一体となった学校運営の

あり方や特徴のある活用方法を探る動き、こ

れがないかお尋ねしたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 久下教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 現在、各小中学校

では、町会長、区長さん、それと民生児童委

員、保護者などから成る住民代表から構成さ

れた学校運営に関する意見を述べる学校評議

員制度を設けております。また、内灘町では

ゲストティーチャーの招聘や見守り隊の充実

など学校と地域住民との結びつきも強く、子

供たちは地域の行事にも積極的に参加してい

る、そんな状況がございます。 

 各学校では、校長のリーダーシップのもと、

現行の学校評議員制度により、学校運営に地

域の声を生かし、地域と一体となって安定し

た学校づくりを進めております。 

 このように各学校いい状態で学校運営が行

われておりますことから、新たにコミュニテ

ィ・スクール制度の導入については現時点で

は必要ないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 コミュニティ・スク

ールについては必要ないと。評議員制度もあ

ります。これは承知はしているんですが、必

要ないというお考えでした。 

 コミュニティ・スクール導入に当たって、

それが複数年重ねていきますと、その学校に

おいては地域等とのかかわりも深まります。

学力の向上も見られるというようなデータも

あります。 

 お隣、かほく市においては、平成 28年度か

らコミュニティ・スクール事業が始まってお

り、市内の全９校に学校コーディネーターを

配置して地域との橋渡し役を総合的に行って

いるという事業が行われております。 

 それでは次ですが、午前中、生田議員、そ

して七田議員、そして北川議員も聞かれたん

ですが、学校の冷房設備についての質問がさ

れました。導入は、もう早急に進めて来夏ま

でにということで答弁をいただいております。 

 私はちょっと別の観点をまたお聞きしたい

と思います。 

 国でも動きが見られるということで、設置

方針についてはお伺いしたんですが、設置に

対しては莫大な費用もかかります。これはど

のようにお考えなのか。そして維持費もふえ

てくるわけでございます。その維持費に対し

てちょっと聞いておきたいのが、保護者会や

地域に費用の負担増を求めることはないのか

確認をしていきたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 上出功教育部長。 

   〔教育部長 上出功君 登壇〕 

○教育部長【上出功君】 ご質問にお答えい

たします。 

 空調設備の設置、それから施設の維持管理

等につきましては、当然、経費の負担がふえ

ることは予想されます。よりよい教育環境整

備、子供たちの健康被害防止を最優先に考え

対応してまいりたいと考えておりますので、

今ほど言われました保護者負担とか、そうい

ったことについては今のところ考えておりま

せん。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 済みません。通告は

してあるんですけど、ちょっとニュアンスが

違うような気がします。 

 設置には莫大な費用がかかりということで

書いてありますけれども、国も動いている中

で、午前中には４億ぐらいかかると見込まれ

るということなんですが、その全部が町が負

担するのか、まずとりあえず負担して後から

どうにかするのか、それとも何か見込みがあ

るのかというのを知りたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 長谷川総務部長。 
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   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 事業費に対する

財源のご質問かと思いますが、当然、町が実

施主体となりますので、国の補助等を仰いで、

その他、国庫補助の裏負担としての起債等も

充当しながら事業の進捗を図ってまいりたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 ありがとうございま

した。 

 思いとちょっとずれがありましたけれども、

起債をやりながら国の補助を仰ぐということ

でした。 

 起債をするとなりますと、結局は町民負担

につながりかねませんので、できれば全部国

が保証して県と国でやってくれればいいんで

すが、それがなかなか難しいと思いますので、

できるだけ多くの補助なりを獲得できるよう

によろしくお願いいたします。 

 それでは次に移りたいと思いますが、教育

環境の整備。そういったエアコンに対しても

そうなんですが、教育環境の整備に費用を投

じるのはもちろん大切でございます。教育の

ために、具体的には子供たちが経験すること

に十分な投資をするべきだと僕は考えていま

す。 

 現在は施設維持に多大な費用がかかってお

り、合わせますと１億 1,000 万を超えると以

前お伺いしたことがございます。白帆台小学

校も開校しましたので、これらがさらに増加

するわけでございます。 

 いずれにせよ建物ありきよりも子供たちに

充実したよりよい教育機会を提供してほしい

と願うばかりでございますが、いかがお考え

でしょうか。 

○議長【恩道正博君】 久下教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 子供たちが楽しく

充実した、そして安全で安心な学校生活を送

ることは、言うまでもないことですが大変重

要であると考えております。そのための教育

環境の整備は行政の責務と認識しております。 

 今ほどもお話ありましたけど、ハード面の

整備も大事である。もちろんそういうことで

すけれども、ソフト面の充実も極めて重要で

あるということも考えは同じだというふうに

思っています。 

 現在、町では、子供たちが夢や目標に向か

ってたくましく生きる力をつけるため、また

学校現場での教育効果を高めるため、多様な

教育施策を推し進めているところであります。

内灘町では、子供たちの教育は未来に向けた

投資と考え、重要施策の一つと位置づけてお

ります。 

 以上であります。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 ご答弁の中で、教育

長と同じ考え、子供たちに対する考えは同じ

だったことを確認できたので、それはよかっ

たと思います。 

 例えば有名なスポーツ選手や社長さん等に

講演会を頻繁に開催していただいて、体験す

るという考え方から、そういう人たちをたく

さんお呼びして、子供たちに夢を与えられる

といいなというふうに思います。 

 有名な方々が来てもらった際には、内灘海

岸の魅力に触れてもらい発信してもらうなど

二次的、三次的な効果も生み出せるようなき

っかけにしていけたら、さらに効果が高まる

んじゃないかなというふうに思います。 

 米百俵の精神をもって、よりよい教育を進

めていただいて、町に愛着を持ち、将来町に

貢献したいという人材をたくさん育てていか

なきゃいけないと。そうしていただきたいと

心から願っております。 

 最後になりますが、白帆台小学校校下以外

は生徒数が減少している現状があります。い

ずれそう遠くない将来、生徒数の減少と学校

維持の関係を見るに、学校の統合問題が顕在
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化してくると考えます。統合に向けたプロセ

スとは言いませんが、多種多様な意見聴取な

どを行って新たな活用方法を見出すことをし

て、それなら町にも地域にもいいんじゃない

かとなっていけば、それが結果的に地域とつ

ながっていける、導けるというような、そう

いうことも必要ではないかと考えるんですが、

いかがお考えでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 久下教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 ご質問の少子化と

いうことについては、全国でこれから進行し

ていくことでもあるかと思いますけれども、

基本的な考えを述べさせていただきます。 

 学校は地域の核となる存在であり、その存

続は地域活力の維持においても重要であると

認識しております。また、義務教育は地域の

中にこそあるべきであり、児童の減少をもっ

て統廃合を安易に進めることは考えておりま

せん。 

 町といたしましては、さまざまな定住促進

制度を展開し、若年世代の移住・定住促進を

図り、出生率の向上を目指しております。 

 このように、小学校の存続を前提として各

種施策を実施した上で、なお将来的な小学校

のあり方については、保護者や地域の皆様の

意向もお聞きしながらその方向性を考えてま

いりたいというふうに考えています。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 磯貝議員。 

○２番【磯貝幸博君】 質問は以上なんです

けれども、学校についてはいろいろな考え方

がございますので、私の考えとすれば、懸念

を表明して今後の議論につなげていければな

というふうに思っておる次第でございます。 

 以上で質問を終わりたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 10番、清水文雄議員。 

   〔10番 清水文雄君 登壇〕 

○10番【清水文雄君】 10番、議会会派社民

クラブの清水です。 

 通告に基づきまして、一般質問をさせてい

ただきます。 

 まずは、豪雨災害、そして台風による災害、

そしてけさも北海道で発生をした地震災害、

まさに「災害列島日本」と言えるというふう

に思うわけであります。 

 災害で亡くなられた方々のご冥福をお祈り

すると同時に、被災された皆様に心からお見

舞いを申し上げたいと思います。 

 同時に、この内灘町でも町民の安全・安心

を守るために奮闘している全職員の皆さんに、

まずは敬意を表したい、そんなふうに思って

おります。 

 それでは、一般質問に入らさせていただき

ます。 

 まず最初に、川口町長の町政に対する政治

的スタンスについてお伺いをいたします。 

 この質問については、私が７月 25日に全員

協議会で質問をしたわけでありますけれども、

質問を打ち切られ、答弁をいただけませんで

した。したがって、全員協議会でも申し上げ

たとおり本日の一般質問で質問をさせていた

だきます。 

 町行事への来賓、各国会議員への案内につ

いて質問をさせていただきます。 

 １つずつ質問をしますので、１つずつ丁寧

に前向きな答弁をお願いをいたします。 

 まず、町行事である世界凧の祭典、町民体

育大会などの開会式に県選出国会議員の方々

がこの場に出席されています。もちろん、こ

れは町からの出席の願いとしての案内、要請

を出しているものというふうに思います。 

 しかし一方で、町からの案内が来ていない、

そういう国会議員の方の声が聞こえてきます。

町としての案内は全員になされているのか。

この間の行事の県選出国会議員への案内先を

具体的にお聞きをいたします。 

 まず最初に、この２点についてお答えをお

願いをいたします。 

○議長【恩道正博君】 中山隆志副町長。 
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   〔副町長 中山隆志君 登壇〕 

○副町長【中山隆志君】 お答えいたします。 

 町が主催をいたします行事への来賓出席の

ご案内につきましては、原則といたしまして、

その行事の目的や規模、過去からの経緯、前

年度の実績などを総合的に勘案いたしまして、

必要と判断をした場合に国会議員や知事、県

議会や町議会の議員あるいは関係機関の長な

どの中から必要な方に対し行うべきものであ

ると考えてございます。 

 議員お尋ねの本県選出国会議員は、現在７

名いらっしゃいますが、今年度実施をいたし

ました町主催行事のうち世界の凧の祭典、町

民体育祭及び戦没者慰霊式の３つの行事につ

きまして、西田衆議院議員、岡田参議院議員、

山田参議院議員及び宮本参議院議員の計４名

の国会議員に対しご案内をしたところであり

ます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 ただいま答弁をいた

だきました。町として案内をしている国会議

員あるいは案内をしない国会議員、副町長の

ほうから大変抽象的な答弁いただいたんです

が、その基準及びその決定するまでの過程を

お聞きをしたいと思います。 

○議長【恩道正博君】 中山副町長。 

   〔副町長 中山隆志君 登壇〕 

○副町長【中山隆志君】 お答えいたします。 

 今ほど答弁しましたとおり、行事の来賓の

出席ご案内につきましては、個々具体のその

行事の性格等を勘案しまして、個々具体に判

断をしているところでございまして、特段の

基準は持ち合わせておりません。 

 今ほど答弁いたしました３つの行事のご案

内につきましては、４名の国会議員の事務所

からの町への問い合わせに応じる形で行った

ものでございまして、結果としまして本県選

出の国会議員全員にご案内がなされなかった

ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 案内をされる議員と

されない議員がいらっしゃる。そんな事実が

あるということは大変失礼だというふうに思

うわけでございます。町が案内を出して出席

してもらう国会議員とそうでない国会議員が

実際にいらっしゃるわけでございますから、

その中身を見ますと、現在の政権与党の国会

議員に案内をして、政権野党の国会議員に案

内をしない、そんなふうに見受けられるんで

すが、どうですか。 

○議長【恩道正博君】 中山副町長。 

   〔副町長 中山隆志君 登壇〕 

○副町長【中山隆志君】 お答えいたします。 

 先ほど申しましたとおり、本県選出の国会

議員、現在７名いらっしゃいます。議員ご指

摘の政権与党とそうでない方もいらっしゃい

ますが、７名のうち政権与党全員にご案内を

しているわけではございませんので、結果と

して事務所からのお問い合わせをいただいた

国会議員に対してご案内をしたということで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 結果としてそうなっ

たという答弁でございますけれども、私はそ

のことに対して問題ありというふうに思いま

すし、とりわけ内灘町を見た場合に、前回の

衆議院選挙でございますけれども、獲得得票

数、これが現在７名いらっしゃる中での政権

野党議員の方が現在この３区選出の衆議院、

国会議員の獲得得票数を上回っておるんです。

そういう意味じゃ、内灘町の人は、結果とし

て野党議員に案内が行っていないという副町

長の答弁でございますけれども、結果とした

ら、そこで言ってみれば公平でない町政のあ

り方がうかがわれるのではないか。そんなふ

うに町民の方からも、これはやっぱりおかし

いんじゃないか。何で政権与党の国会議員の

方だけが出席をして案内をして、野党の方に
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案内がないのかという声もあるわけでありま

す。 

 こうした川口町政の政治的スタンスは、川

口町長が公平公正な町政運営をしていく上で

町としてマイナスになっていくんではないか、

そんなふうに考えるわけであります。 

 与党であろうが野党であろうが、これから

内灘町を発展をさせていくために、さまざま

なお願いを県選出の国会議員の皆さんにお願

いをしなければならない、そんなふうに思う

わけであります。 

 案内をするなら全員にする。しないのであ

れば全員にしない。川口町長の考えをお聞き

をいたします。 

○議長【恩道正博君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 先ほど副町長が言われた、事務所からの問

い合わせに応じて招待をしたものでありまし

て、もしあれでしたら問い合わせしていただ

ければ。問い合わせのない人に招待状を出す

人なんて全くいませんので。 

 それとまた、選挙で勝ったからその人に案

内状を出さんなんとかって、そんな話もまた

おかしい話で。私、町長の立場といたしまし

たら、町民の皆様と公約したものをどう実現

するかが一番の考え方でございます。 

 今ほどの質問にお答えいたします。 

 私としましては、来賓出席のご案内を差し

上げない場合であっても、国会議員がみずか

らの判断で行事に出席いただく場合もありま

すし、大変多忙な国会議員の皆様ですから、

議員が指摘される県選出国会議員全員の出席

がないことが直ちに町政にとってマイナスで

あるというふうには全く考えておりません。 

 私としては、もとより町民の皆様方の声に

真摯に耳を傾け、常に町民本位の姿勢で公正

公平を心がけております。今後とも、「明る

く元気なまちづくり」を目指し、町民の皆様

の負託に応えられるよう誠心誠意町政を運営

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 問い合わせがあった

から案内を出したというふうに言われておる

わけでございますけれども、そんな事実を私

は聞いてないのであります。こちらから案内

を出したから、きょうは行きますよ、参加し

ますよ、出欠の確認とかはあるというふうに

思いますけれども、そんなふうに認識をいた

しておりますので。 

 やはり公平公正な町政というものをきちっ

とやっていただきたい。出すんだったら全員

出す、出さないんだったら出さない、そうい

うふうにお願いをしておきたいというふうに

思います。 

 ２つ目、ことし７月の大阪北部地震で、先

ほども七田議員のほうから質問がございまし

た。倒壊したブロックの下敷きになって犠牲

者が出ております。点検体制とその安全対策

の徹底について、２つ目の質問としてさせて

いただきます。 

 ご存じのとおり、大阪北部地震は６月 18日

に大阪北部を震源として発生をいたしました。

台風 21号の被害、自然災害の発生と被害が多

発をしているわけであります。 

 大阪北部地震、この被害、大阪府内で死者

５名、負傷者 435 名というふうに言われてお

ります。このうち２名はブロック塀の崩落に

よって、１名は本棚の下敷きとなって亡くな

られたということであります。高槻市では寿

栄小学校のプール沿いのブロックが倒れ、登

校途中の小学生が下敷きになり死亡されまし

た。 

 町でも、文科省あるいは県のほうから小中

学校全学校の点検を実施をされたということ

でございますけれども、その点検の中身につ

いて先ほど答弁がございました。重複するわ

けでございますけれども、改めて町の取り組
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みをお聞きをいたします。 

○議長【恩道正博君】 中川裕一総務課長。 

   〔総務課長 中川裕一君 登壇〕 

○総務課長【中川裕一君】 ご質問にお答え

します。 

 七田議員のご質問でもお答えしましたとお

り、点検結果を踏まえ、基準を満たしていな

いブロック塀につきましては危険が生じない

よう安全対策を講じてまいります。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 災害というのは何が

起きるか本当にわかりません。そんな意味で

は、七田議員の質問と重なりますけれども、

ブロック塀等の倒壊あるいは道路を塞いでし

まうそんな事態を避けていく、同時に安全な

避難路を確保していく、そんなために老朽化

したブロック塀の除去あるいは改修、生け垣

への建てかえなど、町として一般のそういう

危険なブロック等に対して補助制度を設ける

考えがないのか。 

 県内各自治体で、先ほど七田議員からもご

ざいましたけれども、金沢、小松市あるいは

近隣ではかほく市なんかも現在検討されてい

るということでございます。ぜひともこの助

成制度、早急に制度をつくっていただいて対

応していくべきだというふうに考えますけれ

ども、町としての考えをお伺いをいたします。 

○議長【恩道正博君】 銭丸弘樹都市建設課

長。 

   〔都市建設課長 銭丸弘樹君 登壇〕 

○都市建設課長【銭丸弘樹君】 危険なブロ

ック塀の撤去に係る助成制度につきましては、

先ほど七田議員にお答えしたとおり、他自治

体の動向を参考に、また国及び県の支援施策

も踏まえ、検討したいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 ３点目の質問でござ

います。 

 千鳥台町会のほうからも要望がされている

というふうに思います。千鳥台３丁目のコン

フォモール内灘側、千鳥台５丁目 84番地内に

設置してある防風防砂ネットの安全対策につ

いてお聞きをいたします。 

 この防風防砂ネットは、千鳥台５丁目の児

童生徒の通学路になっているわけであります。

そこに民間の宅地事業者が平成 14 年ごろだ

ったと思いますが開発をして、地元の町会並

びに近隣の人たちと話をして防風防砂ネット

を設置されています。これがかなりの年数た

っていますから、腐食がひどくて老朽化をし

て大変危険な状況にあります。 

 多くの方からも町へそういう話がなされて

いるというふうに思いますけれども、この防

砂ネットが設置してある土地というのは町所

有の土地に設置されています。倒れたときと

か被害が出たときに町としての責任を問われ

るというふうに考えます。当然、町としての

安全対策が求められるわけでございますけれ

ども、町としての考えと今後の町としての安

全対策をお聞きをいたします。 

○議長【恩道正博君】 長谷川総務部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 ご質問にお答え

いたします。 

 飛砂防止用のネットにつきましては、千鳥

台３丁目の開発行為を行う際に、コンフォモ

ール内灘の旧クスリのアオキ区域等の整備が

完了するまでの期間において、あくまで臨時

的な仮設ネットフェンスとして開発事業者が

設置したものでございます。 

 現状では、設置から 15年余りが経過し、ネ

ットフェンスにつきましては、今ほど議員さ

ん仰せのとおり一部破損するなど老朽化して

いる現状でございます。 

 なお、設置事業者からは責任を持って管理

する旨の確約をいただいており、破損箇所に

ついても既に補修されております。 

 町といたしましては、ご指摘のネットフェ
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ンスにつきましては、隣接する住民の皆様か

らも飛砂防止対策として必要であるというふ

うに聞いておりますので、設置事業者に対し

今後も安全対策の徹底を働きかけてまいりた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 設置されているその

設置場所が町の土地だと。そのときに、今、

町のほうは業者に管理を任せてあるというふ

うにおっしゃっているんですけれども、倒れ

て被害が出たときに土地の所有者としての責

任というのはどんなふうになるんですか。 

○議長【恩道正博君】 長谷川部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 再質問にお答え

いたします。 

 先ほども答弁したとおり、管理につきまし

ては設置事業者が責任を持って管理するとい

うことを町に対して確約していただいており

ますので、事業者が責任を持って管理をして

いただくというふうに思います。 

 老朽化して今後倒壊等、そういったおそれ

があるという事態が生じた場合には、町とし

て撤去するように事業者にも働きかけていき

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 部長、現場確認され

ましたか。どう思われましたか。かなり腐食

をして、今ほど何かもう補強してあるような

答弁でしたけれども、浮いている支柱もあり

ますし、私はかなり危険だと。どういう認識

ですか。 

○議長【恩道正博君】 長谷川総務部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 再々質問にお答

えいたします。 

 私も実際に現場へ行って確認しております。

あくまで仮設のフェンスでございますので、

傷んでいるところも現実ありますし、15年余

りたっていますので、その部分については現

状は確かに傷んでいるのは理解しているとこ

ろでございます。 

 その状況をどうするかと言われましても、

確かに町有地には設置はされておりますけれ

ども、あくまで管理業者が責任を持って管理

するということを先ほども言いましたように

言っていますので、事業者の責任で管理して

いただくように今はお願いしているというと

ころでございます。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 私の認識からすれば、

やっぱり何が起きるかわからないのが災害で

ありますから、危ないものは事前に安全なも

のにしていく。その方法というのはいろいろ

あると思います。撤去をしていく、あるいは

新しいものに取りかえていく。そういうこと

についてきちっと検討をしていただきたい。 

 町の地面にあるんですよ。私もその確認書

を持っています。日付入っていません。14年

にされた事業者との確認書ですけれども。そ

ういう意味では、私は弁護士でありませんか

ら法的にどうなのかわからないですけれども、

町の管理責任問われると思うんです。そうい

う意味じゃ、きちっと安全・安心というもの

を確保していただきたい。部分的に危険なと

ころは部分的に撤去する、それも一つの方法

でしょう。そんなふうに早急に対処していた

だきたいというふうに思います。いかがです

か。 

○議長【恩道正博君】 長谷川総務部長。 

   〔総務部長 長谷川徹君 登壇〕 

○総務部長【長谷川徹君】 ご質問にお答え

いたします。 

 危険なものであれば撤去すべきであるとい

う清水議員の一つのご提案でございますけれ

ども、先ほども言いましたように、近隣、隣

接する住民の方々からは必要であるという声
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も聞いておりますので、町としても総合的に

検討して判断してまいりたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 町としてきちっと対

応していくよう強く要請をしておきたいと思

います。 

 引き続いて、次の質問に移らせていただき

ます。 

 内灘町子どもの権利条例の推進計画につい

てお伺いをいたします。 

 内灘町では、「子どもの健やかな成長を願

い、全ての子どもが幸福に暮らせるまちづく

りを進めること」を目的にした内灘町子ども

の権利条例が 12 年の１月１日から施行され

ているわけであります。 

 同時に、「子どもの健やかな成長と生涯に

わたる幸せを願い、一人ひとりの個性が輝く

まち、内灘」を基本理念として 14 年 12 月に

内灘町子どもの権利条例推進計画が作成され、

条例に基づいた施策の推進に努めておられる

わけであります。 

 ３つの基本目標、７つの基本施策が計画さ

れており、計画は 2015 年度から 2019 年度の

５年間というふうになっているわけでありま

す。あと 19年度まであるわけでございますけ

れども、今日までの内灘町子どもの権利条例

推進計画の進捗状況についてお伺いをいたし

ます。 

○議長【恩道正博君】 助田有二生涯学習課

長。 

〔生涯学習課長兼男女共同参画室長 助田有二君 登壇〕 

○生涯学習課長兼男女共同参画室長【助田有

二君】 ご質問にお答えいたします。 

 現在実施している取り組みといたしまして

は、毎年、各小学校において道徳などの授業

のほか、町の人権擁護委員がゲストティーチ

ャーとなり、子供の権利の周知・浸透を図る

ことを目的に実施しております。その内容と

いたしましては、子供が愛される権利、学び

への権利、健康に生きる権利、安心して生き

る権利、自分らしく生きる権利について学ん

でおります。 

 また、推進計画の基本施策にある「内灘の

豊かな魅力を活かした学びの場づくり」とし

て、毎年開催している内灘夢教室や、昨年度

よりわくわく土曜体験教室を実施するなど、

多くの学びの場を提供いたしております。 

 平成 27 年８月には、子ども議会を開催し、

子供がみずからの意見や町に対しての提案を

発表する機会を設けております。 

 子供たちの成長は、町の次代を担う希望の

光であり、引き続き子供の権利を啓発すると

ともに、健全育成に努めてまいりたいと存じ

ます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 さまざまな施策を実

施をされているということでございますが、

そういう意味では、町の宝である内灘町の子

供たち、健やかに育っていくこと、これが第

一だというふうに考えております。 

 基本施策の４番目になるんですが、「子ど

もは、自らの意見を表明し、まちのことに参

加しよう」、そのもとで子ども議会等もこの

計画の年度内に１回というふうに推進計画が

記載されております。別に１回以上やっても

いいという、１回に限定しているわけじゃな

いというふうに私は解釈しているんですけれ

ども、そういう意味では小中学校の子供たち

が社会見学に、例えば内灘町議会に来て、逆

に私たち大人も子供たちから学んでいく、そ

んな場も必要ではないかなというふうに思う

わけであります。 

 そんな小中学校の子供たちが社会科見学に

町議会を訪れる、そんなことを取り入れてい

く考えがないのか。そして冒頭に言いました

子ども議会、私も見させていただきまして、

すごいなというふうに感動いたしました。あ
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の感動をもう一度。もうあれ何年もたってい

ますから、言ってすぐできるものではないと

いうふうに思いますけど、年度内にこだわら

ないで開催をしていく考えがあるのか、お伺

いをいたします。 

○議長【恩道正博君】 助田有二生涯学習課

長。 

〔生涯学習課長兼男女共同参画室長 助田有二君 登壇〕 

○生涯学習課長兼男女共同参画室長【助田有

二君】 お答えいたします。 

 現在、町内小学校では、生活、総合、社会

科の授業の内容に合わせ、町内のお店や公共

施設などを直接訪問する見学授業を実施して

おります。また、小学６年生では、社会科の

政治の仕組みの授業の一環で町議会を見学し

た事例もございます。 

 今後は、各学校の意向を踏まえて検討して

まいります。 

 また、子ども議会の開催につきましても、

開催の時期や規模、形態などを各学校の意向

を踏まえて検討してまいりたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 ぜひともよろしくお

願いいたします。 

 推進計画で一つ気になった点があるんです

けれども、これは 19 年度までということで、

その後その活動について 19 年度から検証す

るというふうに規定されていると思うんです。

そういう意味じゃ、次の期間の計画というの

をどうしていくのか。そういう意味じゃ、推

進計画を空間があかないようにしていくべき

だというふうに思います。その点について、

どういうふうな考えを持っていらっしゃるの

か、お願いをいたします。 

○議長【恩道正博君】 助田課長。 

〔生涯学習課長兼男女共同参画室長 助田有二君 登壇〕 

○生涯学習課長兼男女共同参画室長【助田有

二君】 ご質問にお答えします。 

 子どもの権利条例推進計画、ここの手元に

持っておるんですが、議員ご指摘のとおり、

検証は平成 32 年度、2020 年に子どもの権利

委員会が検証するということになっています。

検証の上、新しい行動計画につきましても検

討してまいりたいと存じます。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 年度が間違っており

ましたので訂正しておきます。 

 これで質問を終わらせていただきます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【恩道正博君】 この際、暫時休憩い

たします。 

 再開は午後３時 10分といたします。 

           午後３時 00分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後３時 10分再開 

    ○再   開 

○議長【恩道正博君】 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一般質問 

○議長【恩道正博君】 一般質問を続行いた

します。 

 ２番、磯貝議員。 

   〔２番 磯貝幸博君 登壇〕 

○２番【磯貝幸博君】 済みません。私、訂

正をお願いしたいと思います。 

 一般質問の中で、台風 21号の襲来の日を８

月４日ということで一般質問しましたが、９

月４日の誤りでした。訂正させていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長【恩道正博君】 １番、米田一香議員。 

   〔１番 米田一香君 登壇〕 

○１番【米田一香君】 皆さん、こんにちは。

議席番号１番、米田一香です。 

 傍聴席の皆様におかれましては、議場に足

をお運びいただきありがとうございます。 

 本日は６つの質問を予定しております。 
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 本日は午前中から複数の議員が学校での冷

房設備設備について質問をされており、こと

しの夏の猛暑を含む近年の環境の変化に対応

した教育環境の施設整備が喫緊の課題である

と強く認識いたしております。 

 また、生田議員、北川議員の質問にもござ

いました体育施設等の空調設備につきまして

も、災害時等の避難場所としての環境衛生か

らの面からも重要だと私も認識いたしており

ます。 

 けさ方、北海道胆振地方を中心とした地震

が発生し、時間の経過とともに被害状況が大

きく伝えられております。 

 近年、自然災害が多発しているように感じ

ます。内閣府の防災情報ページの災害状況一

覧では、被害の状況や政府の主な対応が確認

できますが、ことしだけでも 14つの報告がそ

れぞれ適宜更新されております。 

 本日の北海道での地震、一昨日の台風 21号

を初め、近年多発している自然災害によって

被災された皆様に心からのお見舞いとお亡く

なりになられた方のお悔やみを申し上げ、ま

た現在安否が不明となっている方の一刻も早

い救助や早期の復旧、二次災害がないように

願うばかりです。 

 と同時に、一昨日の台風 21号接近時におき

ましては、町災害対策本部を設置され、迅速

に対応いただきました川口町長を初め行政職

員の皆様方に心より感謝を申し上げます。 

 内閣府のホームページのように状況や対応

に関する情報開示というのは町民の皆様の安

心にもつながることと思いますので、ぜひ今

後、町でも検討していっていただきたいとお

願いを申し上げ、１つ目の学校環境衛生につ

いての質問に移ります。 

 まず、子供たちが多くの時間を過ごす学校

において健康的な学習環境を維持管理するこ

とは私たち大人の役目です。学校の環境衛生

活動については、学校保健安全法の第４条の

規定に基づき、学校の設置者が施設・設備と

管理運営体制の整備充実に努める必要があり、

町内でもそれぞれの学校は学校環境衛生基準

に基づいて適切に管理されているものと思い

ます。 

 この基準では、教室などの温度や換気とい

った空気の環境、明るさ、騒音、飲料水の水

質、プールの水や施設・設備、学校の清潔、

ネズミ・害虫、備品の管理など検査項目と基

準、点検頻度が具体的に記されています。 

 学校の環境衛生に係る町の認識と学校環境

衛生基準に基づく具体的な取り組みを教えて

ください。 

○議長【恩道正博君】 堀川竜一学校教育課

長。 

   〔学校教育課長 堀川竜一君 登壇〕 

○学校教育課長【堀川竜一君】 ご質問にお

答えいたします。 

 児童生徒等の健康を保持増進し、学習能率

の向上を図るためには、健康的で快適な学習

環境をつくる必要があります。 

 現在、各学校において学校保健計画に基づ

き、年２回、換気、保温、採光、照明及び騒

音など、年１回、水質及び衛生、害虫などの

環境衛生検査を実施しております。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 ありがとうございま

す。 

 この学校環境衛生基準が平成 30 年４月に

一部改定をされています。具体的には、教室

や日常における望ましい温度の基準がこれま

で 10度以上 30度以下だったものが 17度以上

28度以下となったことにあわせ、温度、相対

湿度及び気流の測定に最低限必要な測定器の

精度が示されたことや、普通教室においても

コンピュータ等を利用する授業が行われてい

るということを踏まえて照度の基準が変更に

なったこと、子供の成長に合わせた適切な机

と椅子の高さを毎学年１回ではなく日常的に

個別的に対応する方がよいということから検

査項目から除外されたこと、その他飲料水や
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粉じん、プールについて見直しがなされてお

ります。 

 この改定の内容を踏まえて、教室や体育館、

プールの温度管理については、一部午前の質

問と重複するところもあるかもしれませんが、

今後の学校環境衛生全般に係る課題と町の対

応についてお聞かせ願います。 

○議長【恩道正博君】 堀川課長。 

   〔学校教育課長 堀川竜一君 登壇〕 

○学校教育課長【堀川竜一君】 ご質問にお

答えいたします。 

 学校環境衛生検査項目のうち、一部改定さ

れた項目は、改定に合わせ実施をしてまいり

ます。特に教室の望ましい温度の基準が「10℃

以上 30℃以下」から「17℃以上 28℃以下」に

見直されたため、空調設備の設置を早急に推

し進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 ありがとうございま

す。早急な取り組みをぜひよろしくお願いい

たします。 

 この基準は学校教育法に定められる幼保認

定こども園含む幼稚園から大学までに適用す

るものですけれども、町では学校環境衛生基

準に基づくこういった定期検査や毎授業日の

検査の実施状況をどのように把握し、公表さ

れているのでしょうか、教えてください。 

○議長【恩道正博君】 堀川課長。 

   〔学校教育課長 堀川竜一君 登壇〕 

○学校教育課長【堀川竜一君】 ご質問にお

答えいたします。 

 学校環境衛生検査は、各学校が学校保健計

画を作成しており、その中で養護教諭、学校

薬剤師が中心となり、年間計画を立て実施を

しております。 

 検査結果については、教育委員会事務局で

報告を受けており、必要に応じ対応をしてお

ります。検査結果の公表については実施はし

ておりません。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 各学校で実施されて、

教育委員会のほうで把握されているというこ

となんですけれども、子供が安全に健やかに

学べる環境かどうかということは、常日ごろ

から保護者の皆様も気になることかなと思い

ますし、特に猛暑が続くことしは体調を崩さ

ないか心配も大きかったように思います。定

期的な点検に合わせて、また日常の定期的な

検査や日常の点検について、情報公開という

観点からも町民がこういった情報にアクセス

しやすい環境を整えてはいかがでしょうか。

再質問させてください。 

○議長【恩道正博君】 堀川課長。 

   〔学校教育課長 堀川竜一君 登壇〕 

○学校教育課長【堀川竜一君】 ご質問にお

答えいたします。 

 学校の保健管理につきましては、安全・安

心に万全を期しております。保健計画は、環

境衛生検査だけではなく多岐にわたっており

まして、公表につきましては考えておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 公表は考えていない

ということでしたので、またいずれ検討いた

だければなと願いを込めまして。 

 では、次に２つ目の子育て関連施設の環境

衛生について質問に移りたいと思います。 

 まず、保育所は多くの子供が一緒に生活す

る場であり、学校と同様、発達成長段階にあ

る子供たちにとって施設の環境衛生は子供た

ちの健やかな成長に大きく影響いたします。 

 町各保育所では、児童福祉法に定められて

いる児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準第 10条に基づき、衛生管理に努められ、県

の監査等を受け、必要な措置を講じているこ

とかと存じます。 

 なお、この基準では、衛生管理以外にも保
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育所の運営基準として面積などの設備基準、

食事の提供、職員配置や保育の時間と内容、

保護者との連絡、業務評価、外部評価の公表

についても示されております。 

 あわせて、平成 30年３月改定の保育所にお

ける感染症対策ガイドラインでは、感染症の

広がりを防ぎ、安全で快適な保育環境を保つ

ため、手洗いの推奨やタオルや石けんの管理、

おもちゃや手に触れる箇所の消毒、そして季

節に合わせた適切な室温、湿度の管理や換気

等について記されており、感染予防の点から

もこのガイドラインに基づいて適切な施設管

理に努めているものと思われます。 

 ですが、町保育所での具体的な取り組みを

お示し下さい。あわせて、町の子育て支援セ

ンターでの方針もお示しください。 

○議長【恩道正博君】 上島恵美町民福祉部

担当部長。 

 〔町民福祉部担当部長 上島恵美君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【上島恵美君】 ご質

問にお答えいたします。 

 保育所においては、保育所保育指針や児童

福祉施設の設備及び運営に関する基準で環境

及び衛生管理に努めることが定められており、

保育所における感染症対策ガイドライン、大

量調理施設衛生管理マニュアルなど、国の

個々の通知により施設管理に努めております。 

 これらの実施状況につきましては、毎年、

県の保育担当課や保健所による実地指導・監

査等が実施されており、おむつ交換、手洗い、

汚物の処理、消毒、プールの使用や給食状況、

保育環境、安全管理の状況など、感染症ガイ

ドライン等に準じて 50 以上の項目において

実施されております。 

 議員ご質問の施設管理の具体的な取り組み

といたしましては、保育室の温度、湿度の計

測、１週間に一度のエアコンのフィルターの

清掃や、換気は１日３回以上行っております。 

 また、子育て支援センターにおいては、同

じ保育施設として保育所と同等の環境衛生に

努めております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 さまざまな指針やマ

ニュアルに沿って環境衛生の管理に努めてい

るということですけれども、安全で快適な保

育環境を保つためには日ごろからの適切な管

理というのが重要ですが、定期的に監査を受

けているということですが、実際には保育所

のような子育て関連施設には具体的な日常の

環境衛生基準はないんじゃないかなというふ

うに認識しております。 

 学校環境衛生検査のような定期検査義務と

なっている項目について、努力義務である建

築物環境衛生管理基準に基づいて設置主体で

ある町が各検査を実施されているという認識

でよろしいでしょうか。 

 もう一つ、あわせて聞いてしまいますけれ

ども、学校とほぼ同様の環境衛生の項目につ

いて検査の監査を受けているということです

けれども、その状況というのはどのように把

握されて、それは保育所ごとにどういった形

で公表しているのかもあわせて教えていただ

きたいと思いますし、県の監査は定期的かと

思いますので、毎日の保育環境の点検につい

ての実施の状況についても同様にお答え願い

ます。 

○議長【恩道正博君】 上島担当部長。 

 〔町民福祉部担当部長 上島恵美君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【上島恵美君】 保育

所での環境衛生につきましては、先ほどお答

えしたとおり、実地指導・監査等の項目に基

づき各種検査を実施しております。 

 また、建築物環境衛生管理基準に基づく検

査等につきましては、努力義務ではあります

が、ネズミ等の駆除等の検査を業者に委託す

るなどの検査を実施しております。 

 また、この指導・監査におきましては、県

保健所の検査を受けるもので、町としての公

表はしておりません。また、町独自の検査基
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準を別に定める必要はないものと思っており

ます。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 子供を責任を持って

預かるという意識であれば、日ごろからの基

準というか、保育所の環境衛生について町で

日常点検も含めた基準というのを定めて実施

していってはいかがかなと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 上島担当部長。 

 〔町民福祉部担当部長 上島恵美君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【上島恵美君】 お答

えいたします。 

 町では、毎日、温度、湿度等の計測を行っ

ております。 

 また、プール等を使用する際には、必ず残

留塩素の測定等も行い、毎日、調理用で使う

お水の検査も実施をしております。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 次の質問３でも重な

ってくることもありますので、次の質問３に

移りますけれども。 

 保育関連施設のエアコン設置の質問に移り

たいと思います。 

 まず、町内保育関連施設でのエアコンの設

置の状況を教えてください。設置されていな

い箇所については具体的に教えてください。

お願いいたします。 

○議長【恩道正博君】 髙平紀子子育て支援

課長。 

   〔子育て支援課長 髙平紀子君 登壇〕 

○子育て支援課長【髙平紀子君】 ご質問に

お答えいたします。 

 町内の保育所、保育園及び認定こども園に

おきましては、全施設の全ての保育室でエア

コンが設置されております。 

 町立保育所２カ所においては、ホールのエ

アコンが未設置となっております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 では、ちょっと先ほ

どの質問と重なりますけれども、毎日の保育

環境の点検について先ほど質問しましたけど、

町立保育所内の空気環境というのは、具体的

にどなたがどのような頻度で、どういった部

屋で実施されていて、水質等プール等につい

ては先ほどお答えいただきましたので、空気

環境だけで聞きますけれども、子供たちにと

って適当という判断はどういうふうに、どこ

の部屋でされているんでしょうか、教えてく

ださい。 

○議長【恩道正博君】 髙平課長。 

   〔子育て支援課長 髙平紀子君 登壇〕 

○子育て支援課長【髙平紀子君】 質問にお

答えいたします。 

 町立保育所の保育室につきましては、クラ

スの担当保育士が保育室備えつけの温度計、

湿度計で計測し、保育日誌に記載しておりま

す。 

 また、随時温度、湿度を確認しており、そ

の都度、状況に応じてエアコンの温度設定を

適切に調整するなど、常に保育に適した環境

を保っております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 今ほど答弁いただい

た中では、保育室に限っての検査についてだ

ったかと思うんですけれども、町立保育所で

の毎日の温度、相対湿度についてお尋ねしま

すが、では、最高と最低、月平均というのは

どういうふうになっていたでしょうか。 

 特にことしは危機管理の点から保育所の夕

涼み会が中止になるほどの猛暑でありました。

エアコン設置の保育室とエアコンのないホー

ル、子供たちにとっては多目的なスペースに

なるわけですけれども、このホール等での差

というのは町立保育所どうだったかもあわせ

てお答え願います。 
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○議長【恩道正博君】 髙平課長。 

   〔子育て支援課長 髙平紀子君 登壇〕 

○子育て支援課長【髙平紀子君】 町立保育

所ではエアコンの設定温度を 26 度としてお

ります。しかしながら、ことしは猛暑であっ

たため温度が高目の日もありました。 

 ８月の保育室の温度は最高温度 28度、最低

温度 25 度、平均温度 26.7 度でした。湿度は

最高 71％、最低 45％、平均 60.9％でした。 

 保育室とホールの温度差につきましては、

ホールに温湿度計が未設置のため把握してお

りません。今後、温湿度計を設置して記録し

ていきます。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 現在、保育室にはエ

アコンが完備されているということでしたけ

れども、事前に伺ったお話によりますと、保

育室の気温が 30 度を超える日があったとい

うふうに伺っていますけれども、いかがです

か。それはなかったということでよろしいん

でしょうか。 

○議長【恩道正博君】 髙平課長。 

   〔子育て支援課長 髙平紀子君 登壇〕 

○子育て支援課長【髙平紀子君】 ご質問に

お答えします。 

 先ほど申したのは８月なので、７月にはあ

った日もございました。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 どうやったら最高気

温を聞いたら８月の 28度が出てきて、７月の

30度を超える日があったという情報をあえて

言わなかったのかが私には理解できないんで

すけれども、30度を超える日があったという

のは事実だと思うんです。 

 部課長さんご存じのとおり、保育室環境の

室温の目安は感染症対策ガイドラインで夏場

は 26 度から 28 度となっていることから、８

月のことを言ったのかなとも思いますけれど

も、ちょっと今の答弁はないんじゃないかな

と私は率直に感じますけれども。 

 また、エアコンを設置していないホールで

は自然換気によってホールの室温管理にも努

めていると思いますけれども、室温ははから

れてないということでしたが、今後測定は必

要だと思いますけれども、必要ではないとい

う認識でよろしいでしょうか。 

 保育室に関してもエアコンがついていても

28度を超えている日がありまして、施設全体

が暑いというのも原因かと思います。 

 子供は自分で環境を整えられないので、大

人が適切に管理する必要があると思います。

小さければ小さい子ほど、なおのことだと思

います。今ほどの答弁の姿勢から、ちょっと

怒りたくなる感じなんですけれども。 

 空気環境の管理というのは、今ある保育室

のエアコンだけでは十分でないのではないで

しょうか。 

 各小学校では教室に先駆けて多目的教室に

エアコンが設置されているということでした

が、ホールは本当に保育所での多目的スペー

スだと思います。小学校でのエアコン設置も

大事ですし、ぜひ体育施設等でも早急にとい

うことも私もあわせてお願いしますけれども、

子供の健やかな成長のためにも体を十分に動

かせ発達に必要な遊びができる環境を整える

ためにも、町立保育所のホールにエアコンの

設置を要望いたしますし、先ほど基準は設け

ないと言ったんですけれども、各部屋、また

ホール等で一日に最低１回ははかるとか、日

中気温が上がりそうなときにはもう一度はか

るとか、そういった基準を設けるつもりはな

いのでしょうか。それもあわせて、もう一度

答弁お願いします。 

○議長【恩道正博君】 上島部長。 

 〔町民福祉部担当部長 上島恵美君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【上島恵美君】 ご質

問にお答えいたします。 

 湿度計、温度計に関しましては、各保育室
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には設置はされており、先生たちがそれを見

ながら日々温度調整等を行っております。 

 しかしながら、ホールには今現在のところ

温度計、湿度計は設置をされておりません。

今後はそこにも設置をなるべく早く設置をし

て、環境をきちんとしていきたいというふう

には思っております。 

 また、先ほど 30 度を 28 度というふうなお

答えさせていただきました。大変失礼いたし

ました。７月の最高気温の日が２回ぐらい 30

度というふうな時間帯であったということで、

一日中 30 度というようなことではなく、30

度の時間帯が若干、子供たちの出入りとか、

換気のせいで窓をあけたとかという時間帯で

若干 30 度の時間帯があったという数値にな

ります。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 しっかりとした環境

衛生管理をお願いしたいと思いますし、エア

コンの設置についてもぜひお願いしたいと思

っているんですけれども。 

 例えば小学校からということでしたけれど

も、それが終わり次第するといった計画等は

ご提示いただけないのでしょうか。 

 まず、状況を把握されてないから状況を把

握することからという答弁ですか。 

○議長【恩道正博君】 髙平課長。 

   〔子育て支援課長 髙平紀子君 登壇〕 

○子育て支援課長【髙平紀子君】 町立保育

所では、夏季期間中はプール遊びや水遊びを

中心にしており、ホールでの活動を短くする

などの対応をしております。 

 町といたしましては、小学校全ての教室の

エアコン設置を優先して進めていくこととし

ていること、また全ての保育室には既に設置

されていることから、町立保育所２カ所のホ

ールのエアコン設置については現時点では考

えておりません。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 わかりました。 

 では次に、河北斎場へのアクセス道路につ

いてお伺いいたします。 

 まず、河北斎場は河北郡市広域事務組合で

管理されている施設です。河北郡市広域事務

組合は、かほく市、津幡町、内灘町によって

組織されており、火葬場だけでなく、管内に

おけるごみや下水、汚泥処理に関することや

広域行政事務の連絡調整を担っています。 

 各市町の長が理事となり理事会が組織され、

各市町の選出議員各４名、計 12名で組合の議

会も組織され、組合では市町ですべき行政サ

ービスを広域で提供しており、河北斎場もそ

の一つだというふうに認識をしておりますが、

町での位置づけはどのようになっているでし

ょうか。 

 この河北斎場への農道２カ所ともう１カ所

の３つの道路からアクセスすることが可能で

す。そして、その１カ所からは南へ進むと白

帆台へ、北へ進むと幾つか分岐点があり、西

荒屋や室へ、そして細く見通しが悪い県道高

松内灘線につながっており、そこから坂をお

りれば主要地方道松任高松線にもつながって

いるというふうになっております。 

 基本的に河北斎場を利用される方は、この

１カ所から分岐する道路からアクセスされる

と思いますが、大型の車が通ると狭くすれ違

いにくいといった現状で、またちょっとわか

りにくい道にもなっておりますし、冬、雪な

んかが降るとすごく大変なんじゃないかと思

います。 

 また、この道路を利用される方の大半は河

北斎場を利用される方だと思うんですけれど

も、こういった視点から河北斎場へのアクセ

ス道路について、特に県道から河北斎場への

アクセス道路がメーンかなと思うんですけれ

ども、河北斎場を管理する河北郡市広域事務

組合に対して道路の整備や管理等の要望をさ

れたことはあるのでしょうか。もしなければ、
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一度要望していただきたいと思いますし、あ

れば、その返答を踏まえて今後の方針をお聞

かせください。 

○議長【恩道正博君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えする

前に、先ほど何か河北斎場の位置づけという

話をされましたけれども、ちょっと意味がわ

からないんですけれども、どういうことなん

ですかね。位置づけといいますと。何か全て

言ったような気がするんですよ。河北郡広域

事務組合の云々やと。 

○１番【米田一香君】 でいいですねという

ことです。 

○町長【川口克則君】 ああ、そういうこと

ですか。 

 位置づけでしたら、今ほど米田議員がおっ

しゃったとおりで、かほく市、津幡町、内灘

町の１市２町で構成する河北郡市広域事務組

合が管理運営する施設で、内灘町内に所在す

る１つの施設でございます。 

 また、河北斎場へのアクセス道路は、町が

管理する道路であり、河北郡市広域事務組合

に対しまして整備の要望はいたしておりませ

ん。 

 現状、大型バスとの交差ができない状況で

あることは認識をしております。 

 しかしながら、現在、町では北部開発促進

協議会とともに、白帆台以北の農地について

圃場整備の事業手法など農業基盤整備に向け

た情報収集、検討を行っているところでござ

います。 

 町といたしましては、道路整備を含めた圃

場整備を一体的に整備することが費用対効果

において最大の効果があると考えております。

よって、議員ご質問の河北斎場へのアクセス

道路につきましては、その中で今後整備に向

けた検討をしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 町の河北斎場までの

道への認識というのがわかりましたので、あ

りがとうございます。ぜひ北部開発、力強く

推進していただきたいと思っております。 

 次に、生前の意思決定支援についての質問

に移りたいと思います。 

 近年、独居の高齢者がふえていることや、

家族、親族とのつながりの希薄化により、全

国で引き取り手のない無縁遺骨が増加してい

ると言われておりますが、県内及び町での状

況はどのようになっていますでしょうか。そ

して、このようなことが今後起こった場合に

は町ではどういった対応となるのでしょうか。 

 また、無縁遺骨になる前、つまりお亡くな

りになられてから遺骨となるまでのご遺体の

間にも身寄りがないといった状況も想定され

るわけですが、こちらも県内及び町での状況、

そして、どのような対応をされるのでしょう

か。 

 具体的には、生活保護を受けている方で身

寄りがない場合は公費で火葬、共同の墓地に

火葬されることが一般的だと伺っております

けれども、町ではどのようになっているので

しょうか。 

 また、生活保護を受給していない方で身寄

りがない方の場合は、町ではどのように対応

されるのでしょうか。 

 ひとり暮らしの方でも、戸籍をたどって親

族がいらっしゃる場合は、その方に連絡され

るのだと思いますけれども、さまざまな理由

から火葬、埋葬等をできない、また、もとも

と縁が深くなくかかわりたくない場合などに

は強制できないものだと思いますけれども、

そのような場合はどういった対応になるので

しょうか。また、その際の費用はどうなるの

でしょうか。 

 生活保護を受給していなくても、ぎりぎり

の生活をなさっている場合も少なくないので

はないかと思いますし、そういった際の費用

はどうなるのでしょうか。そして、火葬した
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後の収骨や埋葬はどのようになるのでしょう

か。 

 いろいろ聞きましたが、お答え願います。 

○議長【恩道正博君】 上出勝浩福祉課長。 

   〔福祉課長 上出勝浩君 登壇〕 

○福祉課長【上出勝浩君】 ただいまのご質

問にお答えいたします。 

 内灘町の無縁遺骨については、平成 23年度

までの累計で９名おりました。また、県全体

では平成 29 年度で 37 名と聞いており、この

うち本町の該当はございません。 

 無縁遺骨には、行旅死亡人の場合と火葬を

行う者がいない場合がありますが、行旅死亡

人の場合は、行旅病人及び行旅死亡人取扱法

により町において葬儀並びに火葬を行います。 

 一方、火葬を行う者がいない場合、つまり

身元がわかっているが身寄りのない方等につ

きましては、墓地、埋葬等に関する法律の準

用規定により行旅死亡人と同様に町において

葬儀、火葬を行い、その費用を県に請求いた

します。 

 また、無縁遺骨の取り扱いについて、町で

は霊園にて保管いたしておりますが、県内の

他市町では、お寺での保管や、火葬場の残骨

と合わせて供養している例もあるとのことで

す。 

 なお、生活保護受給者の葬儀や火葬、遺骨

の取り扱いについては、社会福祉事務所を設

置していない本町では生活保護法の規定によ

り全て県において対応することとされていま

す。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 具体的に細かく、わ

かりやすく答弁をいただき、ありがとうござ

います。 

 近年、「終活」という言葉を耳にする機会

がふえてきました。人生の終わりについて考

える活動の造語ですが、これは個人的な活動

と見られがちですが、国内では地域全体でそ

の個人の意思決定をサポートしていこうとい

う流れがあります。できることなら住みなれ

た地域で最後まで自分らしく人生を送りたい、

誰もが望むことではないでしょうか。 

 一般的に終活でよく利用されるのがエンデ

ィングノートと呼ばれるもので、ご自身の基

本情報や資産や負債、身の回り品、連絡先、

葬儀や納骨について、ほかにはかかりつけ医

や薬、介護施設等を記載し、またご家族への

メッセージなども書くことができます。これ

は特に万一に備えても効果的で、全国には終

活ノートやエンディングノートを無料配布し

ている自治体があります。 

 また、先ほど質問させていただきました身

寄りがない方だけでなく、ひとり暮らしをさ

れている方や高齢者世帯で互いに何かしらの

介護が必要な状況にある方、さらには同居の

家族が障害等によって対応が難しい状況にあ

る方も、ご自身の死後に対する不安は強いの

ではないかと思いますし、同様に、もし自分

の健康状態の悪化、認知機能の低下で意思を

伝えることができにくくなった場合には、ど

のような医療処置を望むのか、また延命治療

はどうするのか、あわせて臓器提供や献体を

希望する場合にできるのか、このような悩み

や不安もあることと存じます。 

 エンディングノートの配布だけではなく、

個人の意思決定そのものを支援する取り組み

として、平成 27年より横須賀市ではエンディ

ングプラン・サポート事業が実施されており

ます。この事業は、ひとり暮らしで身寄りが

なく、生活にゆとりのない高齢者の方の葬儀、

納骨等という課題について、あらかじめ解決

を図り、生き生きとした生活を送っていただ

くことを目的にしたもので、終活をするに当

たって必要な情報の提供を行い、行政が間に

入り相談から支援へとつながっていきます。 

 対象者は、原則として収入や資産が一定額

以下で身寄りのないひとり暮らしの高齢者で、

相談した内容から支援計画を作成し、事前に
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葬儀社と生前契約して費用をいただく仕組み

ですが、戸籍上で親類がいる場合でも長期に

わたり交流がない場合など事実上身寄りがな

い場合にも柔軟に対応されており、また、収

入や資産にゆとりを持っており頼れるご家族

がいらっしゃる方に対しても相談に詳しい法

務専門家の紹介を行っております。 

 この事業では、延命治療や緩和治療に対す

る希望も計画に盛り込むことができ、緊急時

の対応にも本人の意思を尊重できる点で有効

と言われております。 

 あわせて、計画策定後は高齢者の安否の確

認も葬儀社と連携し定期的に実施し、孤独死

を防ぎ、要介護状態になることの早期発見に

も努めております。 

 計画策定の支援まで実施に至ったケースは

まだ少ないですが、事業開始後、一定数の相

談があるということから、こういった状況の

多くの高齢者の皆様が亡くなるまでのこと、

亡くなった後のことに不安を感じている状況

がうかがえます。 

 そして、横須賀市の事業は、経済的にゆと

りがなく身寄りのない高齢者のみならず、現

在がんの余命宣告を受けた方や重度の知的障

害を子供に持つ親、生涯未婚で子供のいない

人などにも柔軟に対応されているということ

です。 

 また、千葉市では、平成 30年よりエンディ

ングサポート事業を始めています。これは、

窓口においても今後終活関連の相談がふえる

ことが予測され、喫緊の課題だという認識か

ら、民間と協力し、窓口並びにコールセンタ

ーによる総合相談支援の体制強化や、情報弱

者である高齢者に対し終末期をテーマにした

住民向けの講演会の実施や、職員が終活の講

習を受けたり、終活に関する検討会を地域で

立ち上げ、地域課題の共有と解決を図ってい

るそうです。 

 高齢化の進展と家族、親族関係の希薄化な

ど社会背景を踏まえると、このような個人の

意思を尊重した対応へとつなげることができ

る終活支援、エンディングサポート事業は、

時代のニーズを迅速にキャッチしている事業

と感じます。 

 よく知られている延命に関することだけで

はなく、生前のあらゆる意思決定を「リビン

グウィル」といいます。エンディングという

とちょっと寂しい気もしますので、町民の皆

さんの生前の意思決定「リビングウィル」を

支援する事業を町または郡市などの広域で実

施していってはいかがでしょうか。 

○議長【恩道正博君】 上出福祉課長。 

   〔福祉課長 上出勝浩君 登壇〕 

○福祉課長【上出勝浩君】 お答えいたしま

す。 

 生前の意思決定を支援する事業については、

県内での例がなく、他県で幾つかの市におい

て、議員がご紹介されたように葬儀や納骨な

どをサポートする事業が行われています。 

 この支援事業の実施については、先進事例

を参考に調査研究してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 では、最後の質問。

火葬炉の使用料の助成をに移ります。 

 21世紀の母子保健の主要な取り組みを提示

するビジョンである健やか親子 21は、関係者、

関係機関、団体が一体となってその達成に向

かって取り組む国民運動であり、平成 13年度

から第１次計画が始まり、平成 25年に取りま

とめられた課題や提言をもとに、平成 27年度

からは第２次計画が始まっています。 

 その中で、これまでも取り組んできました

が、引き続き改善が必要な切れ目のない妊産

婦、乳幼児への保健対策と、学童期、思春期

から成人に向けた保健対策、そしてこれら２

つの課題を広く下支えする環境づくりを目指

すため、子供の健やかな成長を見守り、育む

地域づくりの３つの基盤課題が示されており、
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10年後の目指す姿である全ての子供が健やか

に育つ社会の実現に向け、市町村では、母子

保健事業の主たる実施者として関連部署や関

係機関と連携し、個々の状況に応じたきめ細

やかな支援を行い、課題の明確化や対応策の

検討を行い、事業に反映することが求められ

ております。 

 多くの大人が家族だけではなく全ての子供

の健やかな成長を願っていらっしゃることと

思いますが、非常に悲しいことですが、さま

ざまな原因で、それがかなわないことや出生

に至らないこともあるというのも現実です。 

 子供の死亡の原因は、国データによります

とゼロ歳児では先天性奇形等や呼吸器障害等、

乳幼児突然死症候群の順に多く、１歳から 10

代前半までは不慮の事故や悪性新生物が多く、

10代前半より自殺がふえ、10代後半には自殺

が最も多くなるといった状況です。高度の医

療やさまざまな事故防止策、自殺防止策をも

ってしても、その命を全て守り切ることがで

きないことがあります。 

 また、自然死産と人工死産を含めた妊娠満

12 週以後の死児の出産を死産といいますが、

命が芽吹いてもおなかの中で成長できなくな

ったり、また生まれる途中で力尽きてしまう

ことも本当に残念ではありますが現実にはあ

りますし、お母さんが命を落とすこともござ

います。 

 死産率は、国では全体で 22.0、県の平成 27

年までの過去 10 年平均は 21.1、町でも過去

10 年の平均死産率は 19.0。そして死産数は、

年度によっても多少増減はありますが年平均

3.9 件となっております。出産はもちろん、

妊娠中からお母さんも児も命がけです。 

 人は必ず死を迎え、そして残された者は悲

哀の念に駆られます。とりわけ子供の死、ま

た生まれることができなかった命に対しては

なおのことです。ご両親、ご家族、身近な方

のご心痛ははかり知れません。どうかこのよ

うな死に対して、地域全体で哀傷の情をもっ

て何かしらできることはないでしょうか。 

 当町では、不妊や不育症治療、妊産婦健診

など誕生までのサポートや、成長過程では子

供の医療費や病児保育に対する助成等も実施

されており、子供の健やかな成長を地域全体

で見守り、育む環境だと感じますが、命が尽

きてしまったその後まで子供は町の大切な宝

ものという思いで、育むだけではなく、小さ

な命を慈しみ、また弔う地域にしませんか。 

 供養の方法については、個人によって多様

な考え方や方法があるかと思いますし、亡く

なってしまった後の全てのことを公でという

ことは現実的には難しいかと存じますので、

具体的に一つ、火葬について提案をさせてい

ただきます。 

 先ほど４つ目の質問にさせていただいた河

北斎場ですが、館内の火葬炉の利用料はご遺

体１体１万 8,000 円で、子供の場合も大人の

場合も同じです。また、死児の場合は１体

5,500 円、ご遺体の一部だと 2,900 円という

ふうになっております。 

 この料金設定については、先ほど申しまし

た河北郡市の組合で設定されており、町独自

で設定できるものではないということです。 

 そこで、本当に心が痛むことでないことを

祈るばかりなんですけれども、万一、町内の

お子様が死亡してしまった場合や、町に誕生

する予定だった新しい命が残念ながら死産と

なってしまった場合に、町独自で火葬炉の使

用料に対して助成することはできないでしょ

うか。お願いいたします。 

○議長【恩道正博君】 本郁夫環境安全課長。 

   〔環境安全課長 本郁夫君 登壇〕 

○環境安全課長【本郁夫君】 火葬炉の使用

料の助成についてお答えいたします。 

 健康保険等において、葬祭費の支給や死産

であっても出産一時金の支給制度がございま

す。こういったことから、子供や死産におけ

る火葬炉使用料を町が助成することについて

は現在考えておりません。 
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 以上でございます。 

○議長【恩道正博君】 米田議員。 

○１番【米田一香君】 今ほど制度的な面か

ら答弁いただきましたので、こちらも制度的

な話でお話しさせていただきますけれども、

出産の際には確かに出産育児一時金が支給さ

れます。これは死産であった場合も支給され

るんですけれども、これは医療保険各法で規

定されている保険給付の一つで、この目的と

いうのは出産に直接要する費用や健診費用等

の出産に要すべき費用の経済的負担の軽減を

図るために支給されるもので、そのときの死

亡時の費用の経済的負担の軽減を図る目的で

設定されているものではありませんし、また

葬祭費、埋葬料というものが各医療保険法で

規定されている保険給付の中にございますけ

れども、町では５万円という支給になってい

ますけれども、死産の場合は被扶養者でない

ため支給はされません。そういったことも踏

まえて、もう一度答弁をお願いいたします。 

○議長【恩道正博君】 瀬戸博行町民福祉部

長。 

   〔町民福祉部長 瀬戸博行君 登壇〕 

○町民福祉部長【瀬戸博行君】 お答えいた

します。 

 今ほど議員さんが言われた葬祭費の支給、

出産育児一時金の支給については、今おっし

ゃったとおりであります。 

 そういった制度があることから、それとあ

と火葬炉の使用料については、一部組合に町

は参画して河北郡市広域事務組合で使用料を

決定していることから、繰り返しとなります

が、町独自の火葬炉の使用料についての助成

については考えていないということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○１番【米田一香君】 質問を終わります。 

○議長【恩道正博君】 米田議員、答弁終わ

りました。よろしいですか。 

○１番【米田一香君】 はい。 

○議長【恩道正博君】 これにて一般質問を

終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【恩道正博君】 以上で本日の日程は

終了いたしました。 

 お諮りいたします。あす７日から 18日まで

の 12日間は、議案調査及び議案委員会審査の

ため休会といたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【恩道正博君】 ご異議なしと認めま

す。よって、あす７日から 18 日までの 12 日

間は休会とすることに決定いたしました。 

 なお、来る 19日は午後１時から本会議を開

き、各委員長の報告を求め、質疑、討論並び

に採決を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後４時 04分散会 

 


